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平成27年12月３日（木曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成27年度宮崎県一般会計補正

予算(第３号)

○議案第12号 勤労青少年福祉法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例

○議案第15号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第16号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第17号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

○請願第5-2号 介護福祉士等修学資金貸付制度

の強化並びに介護福祉士養成に

係る離職者訓練（委託訓練）制

度の定員数の拡大を求める意見

書の提出に関する請願

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・県内経済の概況等について

・「みやざき産業振興戦略」骨子（案）について

・「宮崎県中小企業振興条例」の一部改正につい

て

・地域中核的企業に対する国の支援について

・平成27年度の企業立地の状況等について

・本県観光に係る経済効果等調査結果（概要）

について

・みやざきＭＩＣＥ推進協議会の発足について

・記紀編さん記念事業の取組状況について

・「みやざきグローバル戦略」骨子（案）につい

て

・細島港、宮崎港における津波避難施設の整備

について

・旭化成建材(株)がくい施工を行った工事につ

いて

出席委員（８人）

委 員 長 二 見 康 之

副 委 員 長 河 野 哲 也

委 員 原 正 三

委 員 横 田 照 夫

委 員 松 村 悟 郎

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 髙 橋 透

委 員 西 村 賢

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 永 山 英 也

商工観光労働部次長 畑 山 栄 介

企業立地推進局長 川 野 美奈子

観光経済交流局長 武 田 宗 仁

商 工 政 策 課 長 日 下 雄 介

経営金融支援室長 門 内 隆 志

産 業 振 興 課 長 野 間 純 利

産業集積推進室長 谷 口 浩太郎

労 働 政 策 課 長 久 松 弘 幸

地域雇用対策室長 天 辰 晋一郎

企 業 立 地 課 長 日 高 幹 夫

観 光 推 進 課 長 福 嶋 清 美

記紀編さん記念事業推進室長 松 浦 直 康
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オールみやざき営業課長 酒 匂 重 久

工業技術センター所長 冨 山 幸 子

食品開発センター所長 森 下 敏 朗

県立産業技術専門校長 田 村 吉 彦

県土整備部

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

県土整備部次長
長 友 重 俊

（ 総 括 ）

県土整備部次長
東 憲之介

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
大 迫 忠 敏

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 前 内 永 敏

部参事兼管理課長 佐 野 詔 藏

用 地 対 策 課 長 山 路 博

技 術 企 画 課 長 木 下 啓 二

工 事 検 査 課 長 甲 斐 重 隆

道 路 建 設 課 長 瀬戸長 秀 美

道 路 保 全 課 長 馴 松 義 昭

河 川 課 長 土 屋 喜 弘

ダ ム 対 策 監 秋 山 克 則

砂 防 課 長 永 井 義 治

港 湾 課 長 蓑 方 公

空 港 ・ ポ ー ト
明 利 浩 久

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 森 山 福 一

建 築 住 宅 課 長 上別府 智

営 繕 課 長 山 下 幸 秀

施設保全対策監 宮 里 雄 一

高速道対策局次長 奥 泰 裕

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 河 野 剛

議事課主任主事 沼 口 恭一郎

○二見委員長 ただいまから、商工建設常任委

員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時３分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました議案等について、

商工観光労働部長の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○永山商工観光労働部長 おはようございます。

商工観光労働部でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

まず初めに、４点、お礼と報告を申し上げた

いと思います。

１点目でありますが、11月15日から17日まで

の３日間、知事を団長とした韓国訪問に当たり

まして、当委員会から二見委員長に御参加をい

ただきました。まことにありがとうございまし

た。

訪問時には、知事とソウル特別市のパク市長

のほうで、「宮崎県―ソウル特別市観光交流キャ

ンペーン事業」の共同発表を行いました。また、

韓日親善協会中央会のキム会長を表敬訪問し、

本県と韓国との地域間交流について意見交換を

行いました。

訪問先では、いずれも本県と積極的に交流を

していきたいとの言葉をいただいたところであ
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りまして、本県といたしましても、これまで以

上に、韓国との密接な交流拡大に取り組んでま

いりたいと考えております。

２点目は、屋外型ナショナルトレーニングセ

ンター誘致推進委員会の設立についてでありま

す。

このナショナルトレセンにつきましては、８

月末に文部科学省に対して要望活動を行いまし

た。10月26日には、本県選出国会議員や県内の

経済団体、スポーツ団体等で構成します誘致推

進委員会を設置をいたしました。今後、官民一

体となって誘致活動に取り組んでまいりたいと

考えております。

３点目は、東京オリンピック・パラリンピッ

クの追加種目に関する取り組みについてであり

ます。

追加種目につきましては、９月末に、東京オ

リンピック・パラリンピック競技大会組織委員

会において、国際オリンピック委員会に提案す

る種目が決定されましたが、県では、追加種目

のうち、本県での開催に優位性があると考えま

す野球・ソフトボール、それからサーフィンに

ついて開催地に選定していただくよう、いち早

く要望活動を行ったところであります。

要望書を資料につけておりますので、後ほど

ごらんください。

また、追加種目の会場選定につきましては、

先日、大会組織委員会に会場候補地選定のため

の作業部会が設置をされました。今後、屋外型

ナショナルトレーニングセンターと同様、官民

一体となった誘致活動を推進してまいりたいと

考えております。

４点目が、ジェトロ宮崎貿易情報センターに

ついてであります。

10月28日に、ジェトロの国内事務所でありま

す貿易情報センターが宮崎市のＫＩＴＥＮビル

内に開設されました。今月８日には、正式に開

所式とレセプションの開催が予定されており、

当委員会から二見委員長を初め、多くの委員の

皆様に御出席をいただけると伺っております。

皆様には、事務所の誘致の段階から、多大な

御支援、御協力をいただいておりますことに、

この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思い

ます。

今後、当センターでは、専門家による貿易投

資相談や各種セミナーの開催、海外とのネット

ワークを活用したバイヤー招聘や展示会の出展

支援など、県内企業の貿易促進に資するさまざ

まな活動が展開をされます。

今後とも、ジェトロを初め関係機関との連携

を十分に図りながら、オールみやざきの体制で、

県内企業の海外展開を積極的に支援してまいり

たいと考えておりますので、御協力をよろしく

お願いいたします。

本日は、お配りしております常任委員会資料

の目次にありますとおり、平成27年11月定例県

議会提出議案及びその他報告事項について御説

明をさせていただきます。

１ページをごらんください。

今回提出しております商工観光労働部関係議

案の概要についてであります。

議案第１号「平成27年度宮崎県一般会計補正

予算（第３号）」は、表の下に記載しております

とおり、地方創生交付金事業であります新規事

業「九州ベンチャーマーケット開催事業」と、

同じく新規事業「九州ＵＩＪターン就職応援フェ

ア開催事業」の実施に伴う補正をお願いするも

のであります。

上の表に戻っていただきまして、商工観光労

働部の一般会計歳出につきましては、補正前
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の636億1,513万1,000円に、今回補正額596

万7,000円を増額し、補正後の額が636億2,109

万8,000円となります。

次に、議案第12号「勤労青少年福祉法等の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例」は、勤労青少年福祉法等の一部

改正に伴い、関係条例における引用条番号の改

正を行うものであります。

次に、議案第15号及び議案第16号の「公の施

設の指定管理者の指定について」は、県営国民

宿舎えびの高原荘及び県営えびの高原スポーツ

レクリエーション施設並びに県営国民宿舎高千

穂荘について、それぞれ指定管理者を指定する

に当たり、地方自治法第244条の２第６項の規定

により、議会の議決に付するものでございます。

議案の概要は以上であります。

表紙に戻っていただきまして、その他の報告

事項につきましては、県内経済の概況等につい

てなど９件について説明をさせていただきます。

詳細につきましては、担当課長・室長からそ

れぞれ説明をいたします。

私からは以上でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

○二見委員長 商工観光労働部長の概要説明が

終了いたしました。

次に、議案に関する説明を求めます。

○日下商工政策課長 それでは、商工政策課の11

月補正予算の説明をさせていただきます。

お手元の平成27年度11月補正歳出予算説明資

料の商工政策課のインデックスのところ、41ペ

ージをお開きいただければと思います。

商工政策課の一般会計歳出予算の補正額は117

万2,000円の増額となっております。補正後の一

般会計の額は、571億6,729万8,000円となります。

43ページをお開きください。

この増額につきましては、（目）工鉱業振興費

の（事項）新事業・新分野進出支援事業費となっ

ております。具体的な事業の内容につきまして

は、委員会資料で御説明をさせていただきます。

それでは、常任委員会資料の２ページをお開

きいただければと思います。

新規事業「九州ベンチャーマーケット開催事

業」についてでございます。

まず、１の事業の目的・背景でございますが、

九州・沖縄、山口９県のベンチャー企業と投資

家やビジネスパートナーが集まるビジネスマッ

チングイベントを開催することによりまして、

ベンチャー企業の資金調達・販路拡大を支援す

るものでございます。

２の事業の概要でございますが、予算額は117

万2,000円で、地域活性化・地域住民生活等緊急

支援交付金、いわゆる地方創生交付金を活用す

るものでございます。

（３）の事業内容でございますが、①にござ

いますとおり、各県１社、合わせて９社のベン

チャー企業がビジネスプランを発表して、九州

ベンチャーアワーズを決定するビジネスプラン

発表会や、②にございますとおり、各県から合

わせて50社程度が参加をいたしまして、自社の

商品やサービスをアピールするような展示会、

また、そのほかにも③にございます著名な起業

家などによります講演会であったり、また、④

のベンチャー企業や各県のリーディング企業が

参加する交流会、こういったものを開催すると

いうことでございます。

３の事業効果といたしましては、この事業を

九州・沖縄、山口の各県が協力して、一体となっ

て取り組むことによりまして、ベンチャー支援

の広域的な連携体制が構築されますほか、本県

のベンチャー企業が投資家やほかの企業との
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ネットワークを広げ、より大きなビジネスチャ

ンスを得ることによりまして、本県産業の活性

化、雇用の増加が期待できるものと考えており

ます。

商工政策課は以上でございます。

○久松労働政策課長 労働政策課の議案につい

て御説明いたします。

まず、補正予算でございます。

歳出予算説明資料の45ページ、労働政策課の

インデックスのところをごらんください。

今回の補正は479万5,000円の増額補正で、補

正後の予算額は、21億5,584万4,000円となりま

す。

47ページをお開きください。

（事項）地域雇用対策強化費でありますが、

今回増額補正をお願いしております説明欄１の

新規事業につきましては、常任委員会資料のほ

うで御説明いたします。

常任委員会資料の３ページをお願いいたしま

す。

新規事業「九州ＵＩＪターン就職応援フェア

開催事業」であります。

１の事業の目的・背景でありますが、本県出

身の学生の多くが首都圏等へ転出する中、学生

に地元企業の魅力を知ってもらうことで、将来、

地元で活躍したいという意欲を持った若者の裾

野の拡大を図り、将来の本県での就職・地元定

着を促進するものであります。

２の事業の概要でありますが、予算額は479

万5,000円をお願いしております。

（３）の事業内容でありますが、九州７県及

び山口県が一体となって、首都圏に進学した九

州・山口出身の学生等を対象に就職のマッチン

グイベントを共同で開催し、就職先に関する多

くの選択肢を提供することで、首都圏からの若

者の還流を促進するものであります。

その下に就職フェアの概要を記載しておりま

す。開催時期は、平成28年３月下旬、東京都内

で開催しまして、大学３年生を対象とした合同

会社説明会と、大学４年生及び転職希望者を対

象といたしました面接会を実施したいと考えて

おります。

予算については以上でございます。

続きまして、４ページをごらんください。

議案第12号「勤労青少年福祉法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例」について御説明いたします。

議案書では57ページでございますが、引き続

き常任委員会資料で御説明いたします。

今回の改正は、１にありますように、勤労青

少年福祉法等の一部を改正する法律におきまし

て、職業能力開発促進法の一部が改正されたた

め、関係する条例の所要の整理を行うものであ

ります。

２の改正の内容でありますが、職業能力開発

促進法におきまして、国及び都道府県の行う職

業訓練等を規定しております「第15条の６」が

「第15条の７」に改正され、条ずれを生じます

ことから、当該条文を引用しております関係条

例において、引用条番号の改正を行うものであ

ります。

関係条例は、（１）の公の施設に関する条例、

（２）の使用料及び手数料徴収条例、及び（３）

の宮崎県職業訓練の基準等に関する条例でござ

います。

また、３の施行期日につきましては、公布の

日でございます。

説明は以上でございます。

○福嶋観光推進課長 議案第15号と第16号の「公

の施設の指定管理者の指定について」御説明い
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たします。

説明は、議案書ではなく、常任委員会資料の

ほうでいたしますので、５ページをお開きくだ

さい。

まず、議案第15号の県営国民宿舎えびの高原

荘及び県営えびの高原スポーツレクリエーショ

ン施設についてであります。

施設の概要につきましては、１に記載のとお

りであります。

２の次期指定管理者候補者は、選定の結果、

現在の管理者である宮交ショップアンドレスト

ラン株式会社となりました。

３の指定期間は、平成28年４月１日から平成33

年3月31日までで、第１期、第２期と同じ５年間

となります。

４の選定概要につきましては、ことし７月８

日から２カ月間募集を行いまして、応募したの

は宮交ショップアンドレストラン株式会社１社

でございました。

（２）の①にあるとおり、１次審査として、

資格要件の適否等を書面で審査しましたところ、

合格と認定できましたので、２次審査としまし

て、②の委員で構成されます選定委員会におい

て、申請者からのヒアリング等を実施した上で、

５名の委員がそれぞれ持ち点を100点として採点

を行いました。

採点結果は、次のページの（３）の①のとお

り428点となりました。

選定理由は、②にあるとおり、500点満点の６

割以上の得点を獲得していること、利用者の平

等な利用など、公の施設の基本認識を有してい

ることのほか、５にありますとおり、防災対策

やブランディング戦略などの提案内容が高く評

価されたところです。

６の納付金等については、６月の常任委員会

でも御説明いたしましたとおり、基本納付金年

額は税抜きで1,430万円、追加納付金は2,000万

円を超える利益が出た場合は、当該超過額の２

分の１を県に納付していただくこととしており

ます。

なお、火山警報など不可抗力で営業に支障が

出た場合などは、県と指定管理者で協議の上、

減額などの対応を行うこととしております。

次に、７ページをお開きください。

議案第16号の県営国民宿舎高千穂荘の指定管

理についてであります。

施設概要につきましては、１に記載のとおり

であります。

２の指定管理候補者は、選定の結果、宮交

ショップアンドレストラン株式会社となりまし

た。指定期間は、第１期、第２期と同様の５年

間となります。

４の選定概要につきましては、えびの高原施

設と同様でありますが、応募した団体は、現在

の指定管理者である神楽酒造株式会社と宮交

ショップアンドレストラン株式会社の２社であ

りました。

選定につきましては、えびの高原施設と同様

の方法で審査、採点を行い、その結果、次のペ

ージの（３）の①のとおり、宮交ショップアン

ドレストラン株式会社が第１位で412点、神楽酒

造株式会社が２位で372点となりました。

選定理由は②のとおりでありまして、500点満

点の６割以上の得点を獲得していること、利用

者の平等な利用など公の施設の基本認識を有し

ていることのほか、５にありますとおり、ラン

チタイムのレストラン活用やサイクルツーリズ

ムなどの提案内容が高く評価されたところであ

ります。

６の納付金等については、基本納付金年額が
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税抜きで3,530万円、追加納付金は、えびの高原

施設と同様に、2,000万円を超える利益が出た場

合は、当該超過額の２分の１を県に納付してい

ただくこととしております。

なお、現指定管理者におかれましては、大変

厳しい経営環境の中で２期にわたり頑張ってい

ただき、感謝をしているところです。残り４カ

月につきましても、引き続き御尽力いただくと

ともに、新たな指定管理者をお認めいただいた

暁には、雇用等の引き継ぎが円滑に行われるよ

う、助言・指導を行ってまいりたいと考えてお

ります。

観光推進課の説明は以上であります。

○二見委員長 執行部の説明が終了しました。

質疑はありませんか。

○野﨑委員 先ほどの指定管理の高千穂荘です。

最後もちょっと説明がありましたけれども、会

社がかわったので、そこに働いている従業員の

方の雇用が引き継がれないと、今まで働いた方

が職をなくすので、そこは引き継いでもらうよ

うに強く要望していただきたいなと思っている

んですが、そのあたりはどうでしょう。

○福嶋観光推進課長 宮交ショップアンドレス

トランさんの提案の内容の中に、具体的に職員

の引き継ぎ、また地元での産物の調達というこ

とが一つ上がっております。

実際、この選定が終わった後も、宮交ショッ

プアンドレストランの幹部の方とお話をしまし

て、従業員の引き継ぎについては、面談等通じ

て、希望がある方は採用するということでいた

だいております。

また、神楽酒造さんのほうも、非常にその意

向が強くて、お互いにそういう引き継ぎをやっ

ていきたいというお話をしておりますので、議

会で議決いただいた後には、その辺の引き継ぎ

がうまくいくように、県も間に入りまして、円

滑に進めていきたいと考えています。

○野﨑委員 僕が心配してるのは、そこだけな

んですね。そこだけなので、そこをしっかりやっ

てもらわないと大変困る人が出てくるんじゃな

いかなと思っているので、そこはお願いしとき

ます。

○ 原委員 その職員の皆さんは、これまで、

大体高千穂町内の方たち、あるいはその近郊の

方たちでしょうか。

○福嶋観光推進課長 基本的には地元の方でご

ざいます。

○ 原委員 今、県も中に入ってということで

したが、表向きはそうだけれども、実際のとこ

ろはなかなか厳しいものがあって、継続を希望

したけれども、やめざるを得なかったというこ

とがないようにですね。表向きはそうおっしゃっ

てるけれど、実態のところはそうでなかったと

いうことはないように、後のフォローも、また

やっていただきたいなと。

これは、今、地方創生を言うわけじゃないで

すか。この中で今働いてきて、またここで仕事

がなくなる。では、どうするんだという話で、

やっぱり仕事を見つけるというのが地方創生の

原点でしょうから、そういう意味では、そこの

ところの後のフォローもしっかり、本当にそう

だったのかというのはチェックしておいていた

だきたいなということを希望しておきたいと思

います。

もう一つ、そこの給与関係ですね、待遇がど

うなのかということもあるかと思いますので、

その方の待遇についての話は出てないんですか。

○福嶋観光推進課長 待遇の面も、一応今の状

況が悪くならないようにということは言われて

るんですが、ただ勤務形態とか、例えば時間帯
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が変わるとか、そういうことが出てくると、全

く同じというわけにはいかないと思うんですが、

そのあたりも宮交さんと、実は話をしておりま

して、具体的には、この議決いただいた後に面

談をしながら、給与調整もしていきたいという

ことを言われております。

○ 原委員 スポーツに例えれば、監督と運営

会社がかわるわけだから、その選手の配置がか

わったり、それは当然あると思うんですよね。

今、野﨑委員からも意見がありましたように、

希望のある人については100％、その仕事につけ

るように、ぜひ県としてのあっせんも重ねてお

願いしたいと思います。

○福嶋観光推進課長 ５年前に、えびの高原荘

がほかの会社から宮交さんにかわったというと

きにも、やはり雇用の問題が非常に大きく取り

上げられました。そのときも宮交さんは引き継

ぐということを言われまして、実際、希望のあっ

た方は全員採用していただいておりますので、

今回においてもそのようにできるのではないか

と、また、フォローもしっかりしていきたいと

考えてます。

○松村委員 指定管理者、両方とも事業計画、

収支計画等も具体的で実現可能性が高いと、非

常に利用者サービスも期待できるということで

の決定だと思うんですが、これまで、基本納付

金がそれぞれあるんですけれども、全契約期間、

あるいはこれまでの契約期間からして、今度の

納付金等が高いのか、それとも安いのか。それ

ともそれぞれの収益によって2,000万を境にして

上下で追加すると書いてあるんですけれども、

ここの施設がもうけてるのか、もうけてないの

かというのは別として、どういう状況にあるの

か、ちょっと参考のために聞かせてほしいんで

すが。

○福嶋観光推進課長 まず、えびの高原荘です

けれども、今３期目を迎えておりまして、納付

金については、１期目が3,900万、このときは非

常に経営が苦しゅうございまして、毎年赤字を

計上していたという状況です。

そういう状況がございましたので、第２期の

納付金は1,500万に引き下げを行っております。

その結果、第２期の収益は回復したんですけれ

ども、残念ながら硫黄山の噴火等がございまし

て、最後は、ちょっと赤字を出してしまって軽

減措置を行ったという状況です。

今度の納付金が1,430万と若干下がってはいる

んですけれども、火山の噴火とかそういう不可

抗力がなければ、恐らく若干の黒字を出し続け

られるであろうという金額で設定をしたところ

です。

もう一方の高千穂荘ですが、第１期の納付金

が4,500万、このときには、非常に収益を上げて

おりました。第２期になりまして、納付金を500

万上げまして5,000万としたところです。第２期

がちょっと苦戦をしまして、赤字続きとなった

ということで、今回納付金を3,530万に大幅に引

き下げを行ったと。

今、東九州自動車道の効果などもありまして、

高千穂は非常に順調ですので、このままいけば、

当然黒字を出し続けられるであろうという額で

設定をしたところです。

○松村委員 特に高千穂は、今、観光の中心み

たいな感じで動いてるんで、私も、この基本納

付金あたりも順調に上がってきてるのかなと思

いましたが、また、ちょっと苦戦した理由がわ

からないんですけれども。

ただ、この追加納付金で新たな納付があるよ

うな展開になってくれるとありがたいなと思っ

てますね。
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あと、同じように、高千穂荘の場合には、新

しい経営者になるわけですから、特に期待をし

たいと思うんで、そのあたりの指導もよろしく

お願いしておきたいと思います。以上です。

○西村委員 いろいろ聞かせていただいて、高

千穂荘のほうは、今まで神楽さんがやられて、

今回宮交さんにかわるんですけれども、宮交さ

んのほうがいろんなノウハウを持って、今回選

定されたと思うんですが、神楽さんって、西臼

杵の方々にとっては、やはり地元企業ですよね。

それも非常に西臼杵の人たちにとっては寂し

いものがあるんじゃないかなと思うんですが、

それを加味しても宮交さんのほうがよかったと

いうことは、血も涙もないって言ったら変です

けれども、本当にビジネスラインで立って選考

をしたのか、せめて地元優位枠みたいなのがあっ

たが、それでも宮交さんのほうがよかったのか、

そこら辺はどうなんでしょうかね。

○福嶋観光推進課長 実際、審査員に地元枠と

いうのがあるわけじゃないんですが、５名の審

査員を見ていただきますと、えびの市と高千穂

町に入ってもらいました。これは、やはり地元

の声を反映させたいということで、委員に入っ

ていただいたんですけれども、審査の中でも「神

楽さんはよくやっていただいている」というお

声もありました。

ただ、一方で、宮交さんの提案が非常に審査

員に期待を持たせるものであったと。例えばラ

ンチタイム、今、高千穂荘は団体客しか受け入

れてないんですが、これを個人客も受け入れる

形で通常営業するということが提案にありまし

て、審査員の意見としては、やはり高千穂に行っ

たら、ファミレスとかじゃなくて高千穂のもの

を食べたいというニーズに応えることになるん

じゃないかというような意見があったりとか、

サイクルツーリズムにしても団体客から個人客

にシフトしたいろんな誘客戦略にしても、新し

い風が吹き込むんじゃないかという期待が、審

査員の中では非常に高かったということでござ

います。

○西村委員 わかりました。それが、今後悪影

響というか、地元の方はそういうのがすごい残

念であったり、やはり地元のつながりで利用し

てた方っていらっしゃると思うんですよ。そこ

が離れていかないようにしないと、ほかから来

て、お金はもうかったけれども、地元から愛さ

れにくくなるというのもちょっと懸念をされる

と思います。

それともう一件、先ほどの松村委員の質問に

つながるんですが、契約の途中で、自然災害で

あったり、場合によっては交通的なもので客足

が遠のいたりするということがあって、その納

付金額が変動するということが今のところある

んですけれども。常識から考えて、もちろん、

そこが倒産してもらったり、手を引かれては困

るからそういう措置をするのはわかるんですが、

関連する周辺の施設で、客足が遠のいてもやせ

我慢して頑張ってる零細の温泉宿であったり、

そういうところはあるわけですから、普通に考

えて、額が変わるんであれば、途中から契約内

容がかわるんであれば、本来ならば指定管理の

選考ももう一度やり直すというのが本当かなと

思うんですけれども。どのぐらいのことがあっ

て、話し合いで額が変わるとか変わらないとかっ

ていうのが、これは場合によっては一部の企業

のための減税措置とか、普通に考えれば、家賃

をすごい抑えてあげるという措置だと思うんで、

その融通がわかりにくいと、その企業だけいい

な、ずるいなということになりかねないと思い

ますんで、その辺のことはどうなんですか。
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○福嶋観光推進課長 えびの高原荘が、昨年度

噴火の影響で、あれは10月からですから、約半

年にわたり営業が非常に悪かったというときに

減額をいたしました。このときは、やはり経営

者の経営手腕によらない全く自然の不可抗力と

いうことでやむを得ないと判断をしたところで

す。

交通規制が行われたりとか、立入禁止とかい

うような事態でしたので、通常の、例えば台風

とか大雨とかそういうことで、稼ぎどきに稼げ

なかったということは今までも多々ありました

けれども、そういう状況では追加金の減額は行っ

ていないところです。

○西村委員 私が言いたいのは、それでも、ほ

かのえびのであったり高原であったり、あの辺

の温泉宿は同様に経営が厳しく陥っているとこ

ろもある中で、指定管理だけはいいねというこ

とがないようにというのが、念頭にあったもん

ですから、そういうこともあるよということを

先に考えておかなきゃいけない……。それだか

ら指定管理が逃げていってもらっては困るんで

すけれども、余り過度な減額をしてしまうと、

地元からのそういうクレームもふえるのかなと

は思いますので、今の説明でよくわかりました。

○福嶋観光推進課長 済みません、補足をいた

しますと、減額の算定の際は、得べかりし利益

というか、それをはじきまして、それを県と宮

交で折半する形、全額見るのではなくて折半す

るという形でやっております。

それと、先ほどの地元の感情にどう対応する

かということなんですけれども、宮交の幹部の

方とお話もしておりまして、実際、そこを宮交

のサイドも非常に気にしておりました。

できるだけ地元の雇用を確保するとか、地産

地消で地元調達を行うという提案してきたのも

そのあたりが反映されておりますし、実際いろ

んなことをやるに当たっては、地元の方と協議

をしながら、本当に溶け込めるように頑張って

いきたいということを言われておりましたので、

ちょっと補足で説明させていただきます。

○ 原委員 提案内容の中なんですけれども、

サイクルツーリズムの推進、高千穂は非常に坂

の多いところで、ヒルクライムだとか、非常に

専門的にやってる人の競技なんかはあるんです。

聞くところによると、ここは自転車屋がないと

ころです。それはなぜか。坂道が多いので、自

転車はとても使う状況にない。バイクじゃない

ときつくてたまらんということで、警察署の人

にも前に聞いたことがありますけれども。高千

穂は自転車の少ないところです。したがって、

自転車事故も大変少ないということなんですが、

サイクルツーリズムの推進、私は宮崎県自転車

競技連盟の会長なんです。大変ありがたいこと

だなと思いますが、これは、果たして現実的な

のかなという疑問を抱くんですけれども、ここ

に物すごく点数をくれていたとすれば、ここは

ちょっと思い違いが出てくるかもしれんよとい

う気がしますが、どういう計画なんでしょうか。

○福嶋観光推進課長 私も高千穂に住んでおり

ましたのでよくわかりますけれども、今回の提

案の内容は、電動自転車ということでの提案で

ございましたので、十分現実味はあるかなと考

えております。

○ 原委員 課長も自転車に乗っていらっしゃ

るやに聞いておりますから、多分間違いないん

だろうと、電動アシストですね、わかりました。

○二見委員長 関連質問はありませんか。

私、一つだけ。確認の意味を込めて。

この５人の審査員の方が、誰が何点入れたと

いうことはなかなか公表できないだろうとは思
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うんですけれども、この412点と372点というの

を見ると、１人80点つけたところと、平均で66

点つけたのかなと思うわけなんですが、大体そ

ういう平均に近い５人の意見だったのか、それ

とも委員によっては大分差が出たのか、そこ辺

についてはお答えいただけるんですかね。

○福嶋観光推進課長 ちょっとわかってしまう

とあれなんですけれども、やはり委員さんの立

場がありまして、非常に分かれたところではご

ざいます。

○二見委員長 分かれた。

○福嶋観光推進課長 はい。

○二見委員長 非常に難しいところですね。わ

かりました。

ほかに質問はありませんか。

○横田委員 ベンチャーマーケット開催事業に

ついてお尋ねをします。今、県内にベンチャー

企業は何社ぐらいあるんでしょうか。

○日下商工政策課長 ベンチャー企業自体は、

創業という意味で広く捉えれば、かなりの数が

ありますので、正確に何社あるかというのを把

握しているわけではないんですけれども、イン

ターネット企業だったりを中心に、それなりに

大きく成長しているベンチャー企業というのも、

本県では宮崎市内を中心に出てきてるのかなと

いうのは実情だとは理解はしております。

○横田委員 そうやって、たくさんの中で発表

会が１社、展示会が７社程度選ばれたというこ

とですけれども、どういう選定の仕方で選ばれ

たのかを教えてください。

○日下商工政策課長 この九州でのビジネスプ

ランコンテストは今回２月に開かれる予定なん

ですけれども、出場する企業につきましては、

先日、県内におきましても、それにある意味類

似はしているんですけれども、県内におけるコ

ンテストを行わせていただきまして、そこで最

優秀賞、それから優秀な企業などを選ばせてい

ただいたところでございまして、今回ここに出

場する企業につきましても、県内におけるこの

コンテストで優秀だった企業を中心に出ていた

だく予定としております。

○横田委員 そうやって、九州、山口県のトッ

プの企業が発表会とか展示会とかあるわけで、

ここに書いてありますように、資金調達とか販

路拡大を支援する、できるだけそういう方向に

行けたらいいなと思いますので、県内のたくさ

んのベンチャー企業がそこに参加して、それぞ

れ利益を享受できるような取り組みにしていた

だければと思いますので、お願いします。

○日下商工政策課長 本当におっしゃるとおり、

非常にこの企業創業、今後大事になってきます

ので、ぜひそういった多くの企業がさまざまな

形で、投資家であったりとか、ほかの企業とも

ネットワークが見つかるような機会をしっかり

と創出をしていけるように取り組んでいきたい

と思います。

○髙橋委員 この事業はずっと続いていくもん

なんでしょうか。もう、１回きりの事業なんで

しょうか。

○日下商工政策課長 この九州ベンチャーマー

ケット事業につきましては、九州地域戦略会議

という九州各県の知事さん、それから九州の経

済界も含めた会議、ここで、この九州ベンチャ

ーマーケットを開くということが決定をされて、

それに基づいて、今年度からスタートするもの

でございます。その九州地域戦略会議の中では、

来年度以降もこういった取り組みを継続して行

いたいということで考えている状況でございま

す。

○髙橋委員 私は、事業そのものに異論がある
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わけんじゃないんで、福岡以外でもできそうだ

なと思ったもんだから、ある意味では宮崎も手

を挙げて事業をされると、経済効果がまた高ま

るなと思ってお尋ねしてみました。

○日下商工政策課長 本当におっしゃるとおり

でございます。福岡だけに集まるという形では、

やはり我々としても、できれば宮崎でも開催を

していただいて、宮崎にそういった企業が集まっ

て、まさに宮崎がスタートアップの聖地となる

というのが理想であると考えてますので、ぜひ

そういった形でも声を上げていきたいなと思っ

ております。

○髙橋委員 頑張ってください。

○松村委員 この参加者の皆さんは、例えば展

示会では各県７社で50社ほどの展示会という形

になるけれども、この展示会にお見えになる方

は、あるいは興味のある企業がお見えになるわ

けですよね。上限とかがなくて、ひょっとした

ら興味があって何百社も、あるいは投資家の皆

さんもお見えになるような会なんですか。

○日下商工政策課長 ベンチャーマーケットの

この展示会には、おっしゃるとおり興味がある

投資家の方もそうですし、また、一緒にビジネ

スをしたいというような企業の方々もかなりオ

ープンな形で参加はできるんではないかなと思

いますので、そういった意味では、本県から参

加した企業については、とてもいい、そういっ

た機会にはなるんじゃないかなとは思います。

○松村委員 非常に広いスペースというか、展

示場でやってるわけじゃないんですよね。すご

く狭いところでやられてるでしょ、限定した皆

さんが集まってやるわけですよね。あと投資家

の皆さんっていったら、これはもう銀行系とい

う形になるわけですかね。

○日下商工政策課長 会場自体は、福岡にあり

ますホテルの会場を借りてやるということでご

ざいまして、福岡県が事務局としてこの開催を

するわけでございますけれども、かなり広範に

参加といいますか、今回のベンチャーマーケッ

トへ来ていただけるようには声をかけるものと

理解しています。

投資に当たりましては、銀行もそうなんです

けれども、最近は、いわゆるベンチャーキャピ

タルと呼ばれる企業も大分ふえてきております。

そういったベンチャー企業に対する投資だとか

出資を専門にする企業というのもふえてきてま

すし、また、大手企業の中でも、そういったベ

ンチャー企業と結びつくことで新たなビジネス

プランというかビジネスモデルを作り出そうと、

そういう大手企業も大分ふえてきておりますの

で、そういった意味では、銀行系のみならず、

ベンチャーキャピタルだったり、また、そういっ

たベンチャー企業のほうに関心を持っている大

手企業であったり、そういった人たちも今回、

この場には来ていただけるんではないかなと期

待をしているところでございます。

○松村委員 ということは、最後に大交流会

で200社とか書いてありますけれども、延べ人数

というか、延べ参加の会社と考えると、これぐ

らいの規模の会だと考えてよろしいんですね。

○日下商工政策課長 そうですね、ここには200

社程度と書いてますけれど、そういった数の企

業は少なくとも来ていただけるんではないかな

と期待をしております。

○松村委員 わかりました。

○二見委員長 関連質問はないでしょうか。な

ければ、ほかの質問について。

○ 原委員 ３ページです。九州ＵＩＪターン

就職応援フェア、九州７県及び山口県が一体と

なって、九州の企業との就職マッチングイベン
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トとあるんですが、この九州の企業、本県とし

てはどういう企業、どの程度の規模の企業がこ

こに指定されるのかということをまず聞きたい

と思います。

○天辰地域雇用対策室長 これは、全体で120社

程度の企業を想定しておりまして、各県から均

等に15社、どういった企業にするかは今から選

定に入りますけれども、各県15社程度の企業が

参加して120社の会場にするということで、今、

想定しております。

○ 原委員 まだ、今からということですが、

大体構想としては小規模、中規模、大規模。大

企業は、余りこんなことやらなくてもいいと思

うんだけれど、そのあたりの規模的にはどうな

んですか。

○天辰地域雇用対策室長 どういう形でそれを

開催するかということも、九州全体で集まりま

して、協議会をつくりまして、どういった企業、

どういう見せ方をするかということも今から協

議をするところなんですけれども、九州一体で

やるということで、各県ごとというよりも、そ

ういった分野ごとの企業にするとか、そういっ

た構想が今出ておりまして、ちょっと今、具体

的な内容について、まだ検討中というところで

ございます。

○ 原委員 例えば、各県の企業の数が違いま

すよね。例えば福岡と宮崎と比べたら、もう圧

倒的に企業の数が違うんですよね。福岡が15社

というのは大変少ないです。宮崎県で15社とい

うと、もしかすると、15社探すのが大変な部分

があるのかもしれないけれども。福岡あたりは

それで納得しているんですか。

○天辰地域雇用対策室長 これは、当初そうい

う話も出ましたけれども、一応各県均等に15社

ずつ出して120社にしようということで話し合い

がつきまして、同じように15社ずつ出そうと。

ただ、この宮崎県の場合、15社といったとき

に、県単独の就職説明会もやっておりますけれ

ども、東京でやった際に、ことしの場合40社集

めたところ、それを超すような応募がありまし

て、40社に絞ってから説明会をやったという経

緯もございまして、現状では、企業さんの集ま

りは非常にいい状況でございます。

○ 原委員 最初、ぽっと見て心配したのは、

圧倒的に福岡のほうがいろんな職種のいろんな

先端をやって、私も昔は福岡にいたんですけれ

どね、昔は北九州工業地帯というのがあって、

いろんな業種があるわけですよ。そうなったと

きに、福岡のそういう業者さんと宮崎の業者さ

んがいたときに、結果的には福岡のほうにばか

り流れて、福岡さんを助けたと、宮崎にはほと

んど就職先がなかったというようなことになら

ないように、宮崎ちょっと頑張らないといけな

いのじゃないかなという、最初この事業、今説

明を受けたときに、そんな感じしたもんだから。

だから、企業はしっかり選定して、いい企業を

うまく売り込んでいただきたいなと。

○天辰地域雇用対策室長 今、委員のおっしゃ

いましたとおり、ただ単にやってしまっては、

福岡県、確かに大きな企業がございますので、

いかに宮崎県の企業の魅力を出していくかとい

うことを考えながら選定していきたいと思って

おります。

○ 原委員 負けないように頑張ってください。

○二見委員長 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 では、次に、その他の報告事項

に関する説明を求めます。

○日下商工政策課長 商工政策課から御説明を

させていただきたいと思います。
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常任委員会資料の９ページをお開きください。

まずは、県内経済の概況等について御説明を

させていただきたいと思います。

まず、１の表でございます。こちらは、３つ

の機関の経済概況報告を記載をしたものでござ

います。左から、日銀宮崎事務所、次が財務省

宮崎財務事務所で、この２つが本県経済に関す

るもの、一番右が内閣府の月例経済報告でござ

いまして、全国の状況でございます。

また、矢印につきましては、その前の期と比

較をいたしまして、改善か悪化か横ばいかとい

うのを示しているものでございます。

こちらを見ていただきますと、本県では、昨

年以降、持ち直しの動きが続いておりまして、

直近の判断でも、一番左下の11月のところにご

ざいますとおり、日銀は持ち直しの動きが続い

ているという形でしております。

また、真ん中の欄、宮崎財務事務所によりま

すと、県内経済は緩やかに持ち直しているとい

うことでございまして、前回に比べて情報修正

をしたところでございます。

なお、右側の内閣府の全国のものにつきまし

ては、９月、10月につきまして、緩やかな回復

基調が続いているという評価となっておりまし

て、資料には反映が間に合いませんでしたが、11

月分におきましても、ほぼ同様の評価となって

いるという状況でございます。

しかしながら、この表には記載をしておりま

せんが、前日発表されました本年７月から９月

までの我が国のＧＤＰは年率換算で0.8％減とい

う報道もございましたが、２期連続のマイナス

となりました。海外景気の下振れリスクなどを

含めまして、引き続き景気動向につきましては

注視が必要ではないかなと考えております。

10ページをお開きください。ここからは、主

要な指標について御説明をさせていただきます。

まず、（１）の個人消費の百貨店・スーパーの

販売額でございます。

左の表の中ほど、全店ベースで見ますと、７

月、８月につきましては、衣料品を中心として

振るわなかったものの、食料品が堅調だったこ

となどにより、前年比で増加をいたしました。

日銀の調査でも、９月につきましても、やはり

同様という傾向があるということでございまし

て、前年を上回って推移をしておりますが、そ

の増加率につきましては、やや低下をしつつあ

りまして、伸び悩んでいるのかなと考えており

ます。

（２）の乗用車の販売台数でございます。

昨年の４月、消費税増税ございましたが、そ

の駆け込み需要の反動による影響がございまし

て、本年４月には、また軽自動車税の増税もご

ざいまして、上の表の右の端にございますとお

り、県全体で９月は5.7％減、10月は3.6％減と

なりました。

特に、増税のありました軽自動車等につきま

して、この前年同月比で10％を超える減少が続

いておりますが、普通乗用車や小型乗用車を見

ますと、10月につきましては、前年同月比で増

加となっておりまして、この消費増税の影響は

脱しつつあるのかなと考えております。

11ページをお開きください。

（３）観光でございます。

宮崎市内の主要ホテル・旅館宿泊者数につき

ましては、左の表にありますとおり、４月以降、

昨年同期を上回っております。こちらは、香港

線の新規就航等によりまして外国人観光客が大

幅に増加をしておりますほか、国内客の入り込

みも堅調であることなどによるものと考えられ

ております。
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（４）の製造業でございますが、本県の鉱工

業生産指数は、上の表の右側にございますとお

り、５月以降増加をしておりましたが、８月、

９月と再び減少に転じております。８月は食料

品などが、９月は電子部品・デバイス工業など

において生産が低下したことが要因と考えられ

ております。

12ページをお開きください。

（５）の雇用情勢でございますが、アの有効

求人倍率は、引き続き着実に改善をしておりま

して、上の表にございますとおり、本県の有効

求人倍率は、９月が1.09倍、10月は1.11倍となっ

ております。

また、イは、ハローワークで補足できない雇

用情勢を把握するため、県内の民間有料職業紹

介事業者等にアンケート調査を行ったものでご

ざいます。

求人につきましては、７月から９月期の実績

並びに10月から12月期の予想ともに「ふえる」

という割合が高い一方で、下の欄、求職につき

ましては、「変わらない」、「減る」という割合

が高い状況でございます。

アンケート結果や下の各事業者からの意見か

らも見てとれますように、雇用情勢に関しまし

ては幅広い業種で人手不足感が高まりつつある

状況かなと考えているところでございます。

以上が、県内経済の概況等についてでござい

ました。

引き続きまして、13ページ、お開きいただけ

ればと思います。

「みやざき産業振興戦略」骨子案についてで

ございます。

６月議会の常任委員会におきまして、策定に

ついて御報告をさせていただいたところでござ

いますが、その後、経済団体や企業、市町村等

と意見交換を行いながら策定を進めまして、骨

子案ができましたことから、こちらについての

御報告でございます。

まず、１の策定の考え方でございますが、宮

崎県総合計画「未来みやざき創造プラン（アク

ションプラン）」を具体的に展開するための実行

計画でございまして、地方創生のトップランナ

ーを目指しまして、産学金官が一体となって戦

略的に施策を推進するために策定するものでご

ざいまして、28年度から30年度までの３カ年を

計画期間としております。

２の戦略の目標といたしましては、付加価値

の高い産業の振興と良質な雇用の確保を掲げて

おります。

こちらにつきましては、本県経済の現状とい

うところ、16ページをお開きいただければと思

います。

本県の県民所得・平均賃金、掲げております

が、いずれも全国でも最下位レベルでございま

す。その背景といたしましては、17ページにご

ざいますとおり、付加価値額であったりとか、

労働生産性が低くなっているという状況、ま

た、18ページにございますとおり、いわゆる県

際収支につきましても、本県はかなり赤字となっ

ているといった状況が背景にあるということで

ございます。

こういった現状を背景としまして、それを改

善いたしますためには、19ページをお開きいた

だければと思うんですけれども、モデル図に描

かしていただいていますとおり、国内外からしっ

かりと外貨を稼いで県内に循環をさせます。そ

して、それを県外に漏れ出さないようにするこ

とが必要ではないかと考えておりまして、この

ことを、この戦略案、骨子案、理念ということ

で書かせていただいているところでございます。
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続きまして、その骨子案の具体的な内容につ

きましては、Ａ３の14ページをお開きいただけ

ればと思います。

下のプロジェクトの概要というところに５つ

の具体的なプロジェクトを掲げさせていただい

ております。

１つ目が、中核企業育成プロジェクトでござ

います。

先ほど、理念のところで申しましたような国

内外から外貨を稼ぐことができる中核となる企

業を育成するために、関係機関が一体的、集中

的に支援を行うというものでございます。

２つ目のプロジェクトが小規模企業支援プロ

ジェクトでございます。

県内の99％を占めます中小企業、また88％を

占めます小規模企業につきましては、県内にお

ける経済循環を支えておりますことから、その

底上げを図ろうというものでございまして、具

体的には商工会等の経営支援機能を強化するた

めの経営指導員等の人材育成などに取り組みま

す。あわせて、先ほども御説明させていただき

ました創業支援、こちらも強力に推進をしてい

きたいと考えているところでございます。

３つ目が、商業・サービス業活性化プロジェ

クトでございます。

外貨を稼ぐとともに、県内における消費を活

発にさせ、経済循環を起こすためには、商業・

サービス業の活性化が不可欠でございます。こ

のため、インターネットの活用による販路拡大

等を進めますほか、観光を産業として捉えまし

て、観光客にできるだけ消費をしていただくと

いった取り組みを進めていきたいと考えており

ます。

４つ目が、産業集積プロジェクトでございま

す。

県内に付加価値をとどめるためには、産業の

集積が必要でございまして、これまでもフード

ビジネス、医療機器、自動車産業、こちらにつ

きまして取り組んできたところでございますけ

れども、今後は、これに加えまして、ＩＴ産業

の集積やエネルギーの地産地消を目指したエネ

ルギー産業の集積などを推進してまいりたいと

考えております。

最後が、未来産業（夢）プロジェクトでござ

います。

本県の強み等を生かしました新たな産業を推

進しようというものでございまして、今回２つ

の産業を取り上げております。

１つ目が航空機産業でございまして、もう一

つがスポーツ・ヘルスケア産業でございます。

このスポーツ・ヘルスケア産業につきましては、

まさに本県の強みでございます食や観光とスポ

ーツ、またヘルスケアを融合させることにより

まして、新たな産業として確立しようというも

のでございます。

こういった各プロジェクトとあわせまして、

その上の産学金官のサポートシステムの欄に書

かせていただいておりますように、企業の成長

促進、産業人材の育成、それから右のイノベー

ションにつきまして、産学金官が一体となって

取り組むためのサポートシステムを構築するこ

とで、このプロジェクト推進をしっかり下支え

していきたいと考えております。

以上が、骨子案の具体的な内容でございます

が、13ページにお戻りいただきまして、下のス

ケジュールにございますとおり、これまでと引

き続きまして、今後とも商工会を初めとする経

済団体や企業、市町村等と意見交換を進めなが

ら策定を進めてまいりたいと考えておりまして、

２月議会におきまして最終案を御提示させてい
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ただきたいと考えているところでございます。

「みやざき産業振興戦略」骨子案につきまし

ては、以上でございます。

引き続きまして、20ページをお開きいただけ

ればと思います。

宮崎県中小企業振興条例の一部改正について

でございます。

まず、１の条例の概要についてのところをご

らんいただければと思います。

こちらは、現行の中小企業振興条例の概要を

記載させていただいております。平成25年４月

１日に施行したもので、中小企業の振興により、

本県経済の発展と県民生活の向上を図ることを

目的としたものでございまして、下の基本方針

のところに記載させていただいておりますとお

り、人材の育成及び確保、経営基盤の強化など

８つの基本方針を掲げているものでございます。

21ページをお開きください。

今回、中小企業振興条例の一部改正に至りま

した背景等を書かせていただいております。

小規模企業をめぐる最近の動きでございます

が、（１）の本県の中小企業・小規模企業の状況

のほうにございますとおり、上の表をごらんい

ただきますと、本県の企業数につきましては中

小企業が99.9％を占めているところでございま

す。

特に小規模企業、すなわち製造業であれば常

時雇用する従業員数が20人以下、商業やサービ

ス業であれば５人以下の企業につきましては、

全体の88.1％を占めておりまして、全国と比べ

ても高い状況にございます。

また、その下の企業数の推移の表もごらんい

ただければと思いますが、社会経済情勢の影響

などを受けまして、その数は減少傾向にあるの

が現状でございます。

このように、いわゆる小規模企業につきまし

ては、中小企業の中でも、特に、資金や人材と

いった経営資源に制約がありまして、商圏や取

り扱う商品・サービスが限定されておりますこ

とから、価格競争やリスク対応に弱く、人口減

少等の社会経済情勢の影響を受けやすい面がご

ざいます。

こういった中で、（２）の国の動きにございま

すとおり、国におきまして、このような小規模

企業が地域の経済や雇用を支える極めて重要な

存在であり、経済の好循環を起こすためには、

その活力を最大限に発揮させることが必要であ

るという観点から、新たに小規模企業振興基本

法の制定がなされ、その事業の持続的発展が図

られることが基本原則として位置づけられたと

ころでございます。

あわせまして、その下にございます、いわゆ

る小規模支援法の制定によりまして、商工会や

商工会議所が小規模企業に対して伴走型の支援

を行う体制を整備することとされました。

このような中、22ページの（３）にございま

すとおり、本県商工団体からも小規模企業の位

置づけを明確にした条例の制定や改正につきま

して、要望をいただいている状況でございます。

このような状況を踏まえまして、本県におき

ましても、中小企業振興条例を改正して小規模

企業に焦点を当てた規定を新たに設けたいとい

うのが今回の改正の趣旨でございます。

具体的には、３の小規模企業へ焦点を当てた

条例改正の考え方（案）にございますとおり、

まず、基本理念に小規模企業の位置づけを明確

に規定して、小規模企業振興基本法と同様に、

その事業の持続的発展を図ることを明記したい

と考えているところでございます。

また、中小企業振興の基本方針とは別に、小
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規模企業振興に係る基本方針といたしまして、

需要を見据えた経営の促進、創業の促進や事業

承継の円滑化、地域経済の活性化に資する事業

活動の推進を掲げることを考えております。

あわせまして、商工会、商工会議所等による

きめ細やかな支援体制の整備と、これに向けた

県の役割を規定いたしたいと考えております。

今後、４のスケジュールにございますとおり、

２月議会における条例改正案の提案に向けまし

て、内容を固めてまいりたいと考えております。

以上が、商工政策課からの御報告でございま

す。

○野間産業振興課長 産業振興課です。地域中

核的企業に対する国の支援について説明いたし

ます。常任委員会資料の23ページをごらんくだ

さい。

９月の常任委員会で御報告いたしました地域

中核的企業が、このたび国の地域経済循環創造

事業交付金に採択され、支援を受けることとな

りました。県の支援に加えまして、国の事業に

採択されましたことで、製造環境の充実・強化

が図られ、事業のさらなる推進が期待されると

ころであります。

地域経済循環創造事業交付金につきましては、

地域の資源と資金を結びつけて、新規性が高く、

先駆的なビジネスモデルの構築を行う事業者を

支援する自治体に対しまして、１件当たり5,000

万円を限度に交付されるものであります。

採択内容ですけれども、事業主体は宮崎ひで

じビール株式会社で、補助額は5,000万円、事業

期間は27年度となっております。

内容につきましては、県内産の大麦を原料に

用い、ＳＰＧのろ過技術によって酵母を取り除

くことで、常温流通が可能なオリジナル地ビー

ルを開発するもので、工場や醸造用タンクなど

の整備に対して支援を行います。

事業効果につきましては、県内農産物やＳＰ

Ｇなど地域資源の活用が図られるとともに、国

内外への販路の拡大によりまして外貨の獲得が

可能となり、地域経済の循環、活性化に寄与で

きるものと期待しております。

なお、この交付金につきましては、フードビ

ジネス推進課が窓口となっておりますため、採

択に伴う補正予算につきましては、一括して総

務政策常任委員会で審議されることとなってお

ります。

説明は以上であります。

○日高企業立地課長 企業立地課からは、今年

度、これまでの企業立地状況について御説明を

いたします。

常任委員会資料の24ページをお願いいたしま

す。

まず、１の（１）平成27年度の立地状況であ

ります。

本日現在の立地件数は21件で、うち県外から

新たに進出した企業が10件となっております。

また、これら21件の最終雇用予定者数の合計

が739人であります。

（２）の業種ごとの内訳ですけれども、製造

業が10件で、最終雇用予定者数が331人、情報サ

ービス産業が10件、398人で、そのほかは流通関

連業が１件となっております。

（３）の表は、平成23年度から27年度まで最

近５年間の立地件数、それから最終雇用予定者

数の状況であります。23年度以降の合計は、立

地件数で156件、うち県外新規が48件、最終の雇

用予定者数が6,263人となっております。

県といたしましては、23年度から26年度まで、

この４年間の実績を踏まえて、27年度から30年

度までの新たな４年間につきましては、件数で
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合計で150件、うち県外新規が50件、最終雇用予

定者数6,000人と、こういう新たな目標を掲げて

いるところでありまして、引き続き目標の達成

に向けて邁進してまいりたいと考えております。

（４）には、今年度立地した企業の一覧を掲

載しております。

一番左の通し番号に〇がついておりますのが、

県外からの新規立地企業です。また、雇用予定

の欄には、当初雇用予定者数と括弧書きで最終

の雇用予定数を記載しております。詳細は、後

ほどごらんいただければと存じます。

引き続きまして、25ページの２でありますが、

企業の本社機能の拡充に係る認定状況について

であります。

９月の常任委員会で、企業の本社機能の地方

移転等を促進するための、いわゆる地方拠点強

化税制、これを企業が活用するための前提とし

て、自治体に策定が求められた地域再生計画を

国に提出したと御報告いたしました。こちらに

つきましては、10月２日付で国の認定を全国第

一陣で受けたところであります。

この地域再生計画に基づきまして、資料に記

載のとおり、株式会社富士食品の特定業務施設

整備計画を10月22日付で本県の第一号として認

定いたしましたので、御報告をいたします。

株式会社富士食品は、宮崎市の和菓子製造業

でありますが、事業の拡大に伴いまして、別の

場所に新工場を建設することとなっておりまし

て、その中で、総務部門などの本社機能も増員

の上、新工場に移すというような計画でありま

す。

今後とも、こうした本社機能の移転・拡充も

含めまして、雇用の場の確保のために積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

企業立地課は以上であります。

○福嶋観光推進課長 委員会資料の26ページを

お開きください。

観光推進課からは、本県観光に係る経済効果

等調査結果概要について御報告いたします。

まず、１の外国クルーズ船に係る経済効果等

調査の概要についてであります。

（１）の調査概要につきましては、細島港、

油津港に入港したスカイシー・ゴールデン・エ

ラ、クァンタム・オブ・ザ・シーズ、ボイジャ

ー・オブ・ザ・シーズの乗客を対象にアンケー

ト調査を実施し、そのデータから、本県内での

消費支出や経済波及効果等を算出・推計したも

のであります。

（２）の調査結果ですが、表にありますとお

り、県内での推計消費総額は、スカイシーが3,392

万円、クァンタムが5,823万円、ボイジャー

が7,962万円となっており、寄港３回合計では１

億7,176万円となります。

スカイシー及びボイジャーにつきましては、

本県が最終寄港地であったこと、バスツアーの

コースに大型商業施設が含まれていたことなど

から、クァンタムと比較して乗客１人当たりの

消費額が高くなっております。

また、イの表にありますとおり、先ほどアの

ところで算出した推計消費総額に県内自給率を

乗じた額と、各産業で誘発された生産額を推計

し、その合計値を県内経済波及効果として算出

いたしますと、下の表の右下になりますが、寄

港３回合計で１億7,004万円となります。

次のページでございます。

ウの県内観光や受入体制の満足度につきまし

ては、（ア）の調査結果のとおりでありますが、

ページ中ほどの（イ）で調査結果から見えてく

るものとしてまとめております。

食事など非常に高い満足度をいただいている
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ものもある一方、商業施設における免税対応や

外国語対応、Ｗｉ―Ｆｉ設置状況などの受入体

制に課題が見受けられました。

全体を総括しますと、外国クルーズ船のお客

様は爆買いとまではいかないものの、一定の消

費行動があった結果となっております。

今後は、より一層県内経済の循環につなげる

ため、アンケート結果を、地元市町や関係事業

者などと共有し、受入環境整備を進めるととも

に、クルーズ船のさらなる誘致を図ってまいり

たいと考えております。

次に、28ページをお開きください。

２の東九州自動車道（宮崎―大分間）開通に

伴う観光動向調査の概要についてであります。

（１）の調査概要につきましては、川南パー

キングエリアと道の駅北川はゆまに立ち寄った

観光客を対象にアンケート調査を実施し、その

データをもとに本県観光の実情を分析して、消

費支出等を算出いたしました。

調査結果につきましては（２）のとおりであ

り、各項目の分析結果については、各表の右側

に記載をしております。

アのアンケート対象者を見ると、半数以上が

県外であり、イの高速道利用の目的では、県外

客の60％以上が観光目的となっております。

また、ウの今回目的地とする観光地は、高千

穂峡、青島神社といった観光地が高い人気となっ

ており、エの今回の県内での滞在日数につきま

しては、県外客では１泊が最も多かったものの35

％が日帰りとなっております。

29ページですが、オの観光旅行をする際に重

視するポイントでは、ほぼ半数が食事と回答し

ており、カの観光旅行のきっかけとなる情報源

につきましては、インターネットの旅行サイト

が40％以上を占めております。

キの東九州自動車道の開通が今回のきっかけ

になったかという項目では、きっかけの一つも

加えると65％以上がなっていると答えており、

クの１人当たり平均消費金額では、県外客が高

い傾向にあり、宿泊費や飲食費などにその傾向

が顕著にあらわれております。

（３）の調査結果から見えてくるものとしま

しては、宮崎―大分間の東九州自動車道の開通

は、近隣県在住者を中心に来県を促しており、

今後さらなる誘客促進を図るためには、近隣県

に加え、北部九州や中・四国地方への観光ＰＲ

等を強化する必要があると考えております。

また、日帰り客が多いことから、滞在時間を

延ばし、消費金額の増額につなげるため、周遊

観光の仕組みづくりやオプションプランの新設

等の取り組みも重要になると考えております。

次に、30ページをお開きください。

３のサーフィンに関する経済効果等調査の概

要についてであります。

（１）の調査概要につきましては、宮崎市の

木崎浜と日向市のお倉ヶ浜を訪れたサーファー

を対象にアンケート調査を実施し、そのデータ

をもとに県内サーフ環境等を分析し、消費支出

等を算出・推計したものであります。

調査結果につきましては、（２）に記載してお

りますが、アのアンケート対象者につきまして

は、県外サーファーの割合が木崎浜で43.8％、

お倉ヶ浜では78.9％を占めており、特に福岡県

が多くなっております。

また、イのサーフィン歴につきましては、木

崎浜が初心者から幅広く分布しているのに対し、

お倉ヶ浜ではベテラン層の割合が高くなってお

ります。

ウの今回のサーフィンの日程ですが、木崎浜

の県外客では３泊以上が半数近くいる一方で、
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お倉ヶ浜では、県内客、県外客とも日帰りが多

くなっております。

次の31ページですが、エの宿泊場所につきま

しては、括弧書きで「上記エで宿泊」とありま

すが、大変申しわけございません、「上記ウで宿

泊」との誤りでございます。修正をさせていた

だきたいと思います。本当に申しわけございま

せん。

このエでございますが、木崎浜ではホテル、

旅館、お倉ヶ浜では車中泊の割合が高くなって

おり、オの当サーフポイントを選ぶ理由では、

いずれも波の高さが突出しております。

また、カの宮崎でサーフィンをする主な月で

は、７～９月の夏場がピークと考えられる一方

で、グラフの一番左、１年中という割合も高く

なっております。

キの県内での年間推計消費支出につきまして

は、木崎浜においては、県外サーファーの宿泊

数が多いこともあり、１人当たりの推計消費額

がお倉ヶ浜よりもかなり高くなっております。

なお、その下の欄、県内での年間推計消費総

額につきましては、今回の調査結果及び、県内

サーフショップからいただいたデータをもとに

年間に引き直して推計しており、参考値として

の取り扱いとなります。

（３）の調査結果から見えてくるものとしま

しては、本県のサーフィン環境は通年で楽しめ

るもので、特に県外客においては、長期滞在及

び大きな消費につながる観光資源であると言え

ます。

また、木崎浜、お倉ヶ浜の両ポイントで客層

などの違いも見られることから、ターゲットを

絞ってサーフィン環境をＰＲし、誘客を図ると

ともに、県内での消費額を高める取り組みを行っ

ていくことが重要と思われます。

本県観光に係る経済効果等調査結果について

は、以上であります。

続きまして、資料の33ページをお開きくださ

い。

みやざきＭＩＣＥ推進協議会の発足について

御説明いたします。

まず、１の本県ＭＩＣＥを取り巻く現状につ

きましては、表にありますとおり、近年、件数

は200件前後で、延べ参加者数は20万人強で推移

しているところであります。

また、（２）にありますとおり、九州管内では、

施設建設の動きが活発化してきているところで

あります。これは、ＭＩＣＥが大きな経済効果

をもたらすとともに、情報発信にも資するため

で、本県では、これらの需要を取り込むため、

観光振興計画においてＭＩＣＥの推進を主要施

策の一つに掲げたところであります。

２のみやざきＭＩＣＥ推進協議会は、（１）に

ありますとおり、誘致活動の主体であるみやざ

き観光コンベンション協会と大学や経済団体な

ど関係機関との連携をさらに強化し、官民一体

となって、本県へのＭＩＣＥ誘致の促進を図る

趣旨で、先般立ち上げたものでございます。

３の今後の展開といたしましては、ＭＩＣＥ

戦略を策定して、ターゲットや誘致手法などを

明確にするとともに、オールみやざきでの受入

体制の強化やキーパーソンの招聘、官民連携に

よる共同セールスなどに取り組むこととしてお

ります。

４には、今年度の主なＭＩＣＥと来年度以降

の予定について掲載しております。

一番下になりますが、平成30年度には、先日

報道発表のありました延べ１万5,000人の参加が

見込まれる※日本青年会議所全国大会を初めとす

※37ページに発言訂正あり
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る大規模ＭＩＣＥの開催が決定しております。

これらのＭＩＣＥの受け入れに万全を期すこ

とはもちろん、さらなるＭＩＣＥの誘致につい

ても推進協議会を中心に積極的に行ってまいり

たいと考えております。

観光推進課の報告は以上でございます。

○松浦記紀編さん記念事業推進室長 私からは、

記紀編さん記念事業の今年度の取り組み状況に

ついて御報告をいたします。

委員会資料の前に、お手元に２つの種類の資

料をお配りしております。

まず、１つ目、Ｂ５版のパンフレットですけ

れども、これは、本県の神楽を全般的に説明す

る資料がなかったもんですから、今回改めて作

成をしたものでございます。

それから、もう一つ、Ａ４版の資料がござい

ます。東京オリ・パラの開会式での天岩戸開き

神話の再現など、本県の要望事項を取りまとめ

たものでございまして、あわせましてさまざま

な場面で活用してまいりたいと考えております。

内容については、後ほど、またごらんいただけ

ればと思っております。

委員会資料にお戻りいただきまして、まず41

ページをごらんいただきたいと思います。私ど

もの現時点での取り組みの柱立てでございます。

左側の県外対策につきましては、認知度を上

げる、そして誘客に結びつける。それから、右

側の上のほうですが、県内対策につきましては、

県民に知ってもらう、それから神話めぐりバス

ツアー、その下の今後本格化させる新たな取り

組みとしましては、東京オリ・パラ、世界遺産

といったような柱立てで取り組んでいるところ

でございます。

34ページにお戻りいただきたいと思います。

まず、県内対策でございます。

１の神話めぐりバスツアーにつきましては、

民間主体の運営に向けた検討も進めているとこ

ろでありまして、現在３コースで予定しており

ますけれども、もう一段の底上げが必要かなと

考えているところでございます。

２の神話のふるさと県民大学につきましては、

知る機会の拡大に取り組んでおりまして、（１）

のリレー講座につきましては、昨年度２回実施

であったものを今年度は７回。それから35ペー

ジの（３）記紀みらい塾でございますが、こち

らにつきましても、昨年度６校実施しておりま

すものを、今年度は８校という形で取り組んで

いるところでございます。

36ページをごらんいただきたいと思います。

３の神楽シンポジウムでございます。これは、

県内のイベントを、できればやっていきたいと

いう意味合いも含めまして、九州の神楽を知る

シンポジウムを年明け２月に開催する予定でご

ざいます。

４の古墳文化に関する勉強会につきましては、

世界文化遺産の可能性を探るといった意味も含

めて、県と関係市町による会議をスタートさせ

たところでございます。

37ページをごらんいただきたいと思います。

県外対策であります。

１の首都圏大学との連携につきましては、

（１）の國學院については、神楽の世界遺産登

録に向けた情報発信として椎葉神楽に、それか

ら（２）の明治大学につきましては、2020年の

東京オリ・パラでの神話再現に向けた情報発信

として、高千穂神楽に行っていただいたところ

でございます。それぞれ満席に近い状況になり

まして、関心は高いと感じたところでございま

す。

38ページをごらんいただきたいと思います。
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（５）の大阪大谷大学であります。これは、

関西地区での新たな展開といたしまして、本県

の古墳文化の情報発信として取り組んだもので

ございまして、募集定員100名に対しまして、３

倍を超える応募があったということで、関西で

も関心の高さを感じたところでございます。

このページの一番下のほうに、２、九州国立

博物館における神楽の講演とございます。

平成24年にスタートいたしまして、今回で４

回目、かなり定着をしてきていると感じており

まして、今回は椎葉村の嶽之枝尾神楽に行って

いただいたところでございます。

39ページをごらんいただきたいと思います。

４の雑誌社とのタイアップによるプロモー

ションでございます。

これは、新たな取り組みといたしまして、女

子にターゲットを絞った誘客対策に取り組んで

いるところでございまして、首都圏で女性に人

気の高い雑誌「オズマガジン」とタイアップい

たしまして、今年度は高千穂でしたけれども、

宮崎の特集、それからＢＳでの放送、あるいは

旅行展示会の出展等を実施したところでござい

ます。

40ページをごらんいただきたいと思います。

（２）のインターネット活用によるプロモー

ションでございます。

これは、ふるさと旅行券を活用した事業でご

ざいまして、①のネットキャンペーンにつきま

しては、県が入り口となる特設ページを開設し、

市町村がそれぞれのページで誘導を図るという

ものでございます。

②のふるさと旅行券については、全県的に適

用しておりまして、その下に、楽天トラベルと

じゃらんネットの対前年比をそれぞれ表に掲げ

ております。おおむね１割以上の伸びになって

いるという状況でありますが、米印にあります

ように、日向市につきましては、独自のクーポ

ン券も発行していただいておりまして、対前年

比７割増という状況でございます。

これまでの取り組みの効果というものが、だ

んだん目に見えてきているものもあるのかなと

思っておりまして、引き続きブランディングあ

るいは誘客対策等に取り組んでまいりたいと考

えております。

私からは以上でございます。

○酒匂オールみやざき営業課長 オールみやざ

き営業課からは、みやざきグローバル戦略骨子

案につきまして、御説明をさせていただきます。

委員会資料の42ページをお開きください。

６月に、今年度策定を進めていくということ

を御報告いたしまして、今回、骨子案を取りま

とめましたことから御報告をさせていただくも

のでございます。

まず、１の策定の考え方でございますが、近

年、ＥＵでの牛肉の輸入解禁や東京オリンピッ

ク・パラリンピック開催決定など、市場環境が

変化してきております。

また、県内企業がターゲットとする国や地域

が多様化していることなどがございますことか

ら、東アジアに軸足を置きながら、ＥＵを初め

とする世界市場にも視野を広げ、海外との交流

拡大を図るため、現在のみやざき東アジア経済

交流戦略を発展的に継承する「みやざきグロー

バル戦略」を策定するものでございます。

本戦略につきましては、未来みやざき創造プ

ランを効率的かつ効果的に推進するものとして

位置づけてもおります。

次に、２の目指す姿でございますが、この戦

略は、世界に開かれ、世界とともに成長するみ

やざきの実現を目指すものでございます。
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３の戦略の理念でございますけれども、外貨

の獲得、ビジネスチャンスの創出による本県経

済・産業の活性化及び経済のみならず文化、ス

ポーツなど多様な分野での海外との交流拡大を

この戦略の理念としているところでございます。

４の計画期間でございますが、平成28年度か

らの５カ年間としております。

次に、５の施策体系でございます。この戦略

は、戦略の柱というところで囲んでおりますけ

れども、５つの柱で構成をしております。上の

段、海外への展開促進と海外からの誘致推進と

いう外貨の獲得、ビジネスチャンス創出に直接

的につながる施策を推進するとともに、それら

を下支えするものとしまして、下の段、経済交

流の基盤整備、グローバル人材の育成確保、海

外との連携・多様な交流の促進を柱とする体系

としているところでございます。

また、それを推進する体制といたしまして、

県はもとより、ジェトロや産学金官のオールみ

やざきの体制で進めていくこととしているとこ

ろでございます。

次のページをお開きいただければと思います。

次に、それぞれの戦略の柱ごとに、今後の取

り組み方針と、新たに取り組む展開例を御説明

いたします。

まず、戦略１の海外への展開促進についてで

ございますが、ここでは、取り組み事項を「１

県内生産品の輸出促進」と「２ 海外進出の

支援」に整理しております。

１の県内生産品の輸出促進につきましては、

輸出に取り組む環境づくりや商品力の強化など

を図ることといたしまして、新たにジェトロ事

務所の設置を生かした一貫した支援や県内商社

の育成等に取り組むこととしております。

また、２の海外進出の支援につきましては、

現地の投資環境等に関する情報提供等を図るこ

とといたしまして、投資セミナーや相談窓口設

置、ファイナンス支援等に取り組むこととして

おります。

次に、戦略２の海外からの誘致推進につきま

しては、取り組み事項を「１ 観光誘客の推進」、

「２ みやざきＭＩＣＥの確立」、「３ 海外か

らの投資呼び込み」の３点に整理しております。

まず、１の観光誘客の推進では、受入環境の

整備やターゲットを明確にした誘客促進等を図

ることといたしまして、Ｗｉ―Ｆｉ整備やＦＩ

Ｔ対策、海外個人旅行の対策の強化等に取り組

むこととしております。

また、２のみやざきＭＩＣＥの確立では、Ｍ

ＩＣＥ推進体制の整備などを図ることといたし

まして、大型ＭＩＣＥの誘致やＭＩＣＥアンバ

サダーの任命等に取り組むこととしております。

さらに、３の海外からの投資呼び込みでは、

投資意欲のある企業の発掘などを図ることとい

たしまして、企業情報の収集や、本県投資環境

のＰＲ等に取り組むこととしております。

次に、戦略３の経済交流の基盤整備につきま

しては、取り組み事項を「１ 航空ネットワー

クの維持・充実」と「２ 海上ネットワークの

維持・充実」に整理しております。

１の航空ネットワークの維持・充実では、新

たな取り組みといたしまして、空港施設の受入

環境の充実等に、２の海外ネットワークの維持

・充実では、大型クルーズ船のファーストポー

ト実現に向けた検疫体制の整備等に取り組むこ

ととしております。

次に、戦略４のグローバル人材の育成・確保

については、取り組み事項を「１ 企業人材の

育成・確保」と「２ 学校教育・大学との連携

による人材育成」に整理しております。
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まず、１の企業人材の育成・確保では、実践

的な産業人材の育成などを図ることとし、産学

金官連携による、みやざきビジネスアカデミー

の創設などに取り組むこととしております。

また、２の学校教育・大学との連携による人

材育成では、新たに大学、県、経済界の連携に

よる海外留学の促進等に取り組むこととしてお

ります。

最後に、戦略５の海外との連携・多様な交流

の促進につきましては、海外自治体や関係機関

との連携強化や、外国人受入環境の整備などを

図ることといたしまして、海外自治体との積極

的な連携協力や在住外国人の支援強化等に取り

組むこととしております。

以上が骨子案の内容でございます。

もう一度、資料42ページにお戻りいただきま

して、６のスケジュールでございます。

これまで、関係機関や学識経験者等との意見

交換等を実施してまいりましたけれども、今後

も引き続き関係機関等の意見を伺いながら策定

に努めまして、今年度中には、最終案を当委員

会に御報告させていただくこととしております。

説明は以上でございます。

○二見委員長 執行部の説明が終了しました。

質疑はありませんか。

○西村委員 みやざき産業振興戦略の説明の中

で、本県経済の現状というところがあって、四

十何位というのがいっぱい並んで、まだまだ宮

崎県の経済が弱いところはあるんですが、その

中で、労働生産性が低い、47番目というのがあ

るんですけれども、付加価値を従事者数で割っ

た金額となっています。これは、逆に考えると、

本当は10人でやれる仕事を15人雇ってもらうと、

１人当たりの労働生産性が低くなるということ

も考えられるのか。または、例えば農家だった

り、１人とか家族でやっているところが家庭に

おいての生産性が非常に低いから、どうしても

その金額を押し上げることができないと考える

のか。

どうやったらこの金額というのが上がってい

くのか、機械とか効率性が上がっていけば上がっ

ていくのかということも含めて教えていただけ

ればと思います。

○日下商工政策課長 本県の労働生産性が低い

ことの要因としては、幾つかいろいろ複合的な

要因はあると思うんですけれども、まず一つは、

次のページにもございますとおり、移輸出と移

輸入の差─県際収支と呼ばれるようですけれ

ども─これがマイナスになっているというこ

とによって、それだけお金が外に出ているとい

うのが実情、というのが一つの要因としては考

えられると思います。

それから、資料の15ページをお開きいただけ

ればと思うんですけれども、本県の産業構造を

表とグラフで掲載をさせていただいているんで

すが、製造業のところをごらんいただきますと、

全国よりも割合が低くなっていると。製造業に

つきまして、一般に、いわゆる労働生産性はほ

かの産業と比べる高いと言われてますけれども、

本県については、その製造業の集積が余りない

というのがございます。

その一方で、例えば医療、福祉であるとか、

そういった一般的にも労働生産性が低い産業の

割合は全国と比べても高いという実情がござい

ます。

すなわち、こういった産業構造の問題であっ

たり、それから、先ほど申しましたような県際

収支に代表されるように、県外に、いわゆる付

加価値が高い商品であったり製品が出ていって

いない、こういった状況がこの労働生産性の低
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さの現状につながっているんではないかなと考

えているところでございます。

○西村委員 わかりました。

○ 原委員 よく言われることが、技術集約度、

労働集約度、あとは知的集約、そういうもろも

ろのことで技術が上がって、短時間に物をつく

る能力が上がる、そして付加価値のあるものが

できる。それが、いわゆる一つのサプライチェ

ーンも含めて、全体の技術も含めて、底上げさ

れたときに、恐らくこの地域の労働生産性が上

がっていくんだろうと思います。

だから、企業城下町というのがありますけれ

ども、例えばトヨタがあるとトヨタの周りに何

万社という企業があって、かつては旭化成があっ

た周りにいっぱい中小企業があって、そういう

例というのはいろいろあるわけですが、ただ、

そういう集約をいかにされるかっていうのが労

働生産性を上げていくことにつながるんじゃな

いかなと思ってますけれどね。そのためには、

今、合理化という言葉を使うけれど、できるだ

け人手をなくしてロボットにしたりとか、機械

化するというか、そういうことの作業性も必要

なんでしょうね。

おっしゃったように、いわゆる県際収支です

よね、そういう高付加価値のものは外から買わ

ないといけないので、そういう付加価値の高い

ものは外でつくっているから、本当は、そうい

うものをこちらでつくれればいいんでしょうけ

れども、その分、県際収支が悪くて……。平た

く言うと、１時間当たりの、一つのものをつく

る時間がかかるということだろうと私は思いま

すけれども。

○永山商工観光労働部長 おっしゃるとおり、

労働生産性は低いというのは、別に無理して雇っ

ているということではなく、やはり付加価値の

つけ方が、宮崎県の産業構造全体として低いと

いうことに要因があって、そのためには、おっ

しゃるように集積を高めていくこと、あるいは、

できるだけ最終製品といわれる付加価値が高い

ものをいかにつくっていくかと、これが製造業

においては大きなポイントなんだろうと思って

います。

それから、商業・サービス業についても労働

生産性が低いということがありますんで、でき

るだけ高い価値のものを県内の企業から買うと、

商店から買うというところを進めて、あるいは

それが売れるだけのサービス提供ができる商業

をつくっていくということで、やっぱり労働生

産性を高めていかなければならないんだろうな

と思っております。

○横田委員 中核企業育成プロジェクトと書い

てあります。この前、焼酎産業の人たちと意見

交換をして、そのときに言われたんですけれど

も、今、焼酎は全国１位の出荷額になってます。

そういった成熟した産業をさらに伸ばすことで、

周りの産業、例えばカンショとか加工用米とか、

そこの振興にもつながっていくわけで、その核

となる企業をさらに育てることで周りの産業も

一緒に引っ張っていってもらう、そういうのが

大事だと言われたんですよね。まさに、ここに

書いてあるとおりだと思いますので、核になる

企業をしっかりと育てていただいて、ほかの産

業も引っ張ってもらう方向で頑張っていただけ

ればと思います。

○日下商工政策課長 本当おっしゃるとおりで

ございます。しっかり核となるところが引き上

げることで全体が引き上がっていくような形を、

産学金官と連携して、そういった体制をしっか

りと整えていきたいなと考えております。

○髙橋委員 労働生産性、これは、全ての産業
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で捉えていいんですよね。だから、やはり今、

横田委員がおっしゃったように、焼酎が出荷額

１位だけれども、例えば、都城の某会社の原料

は隣かな、そういったところもあるんですよね。

だから、それこそ今、事業を進めていらっしゃ

る地域経済循環、後でまた質問出るかもしれま

せんが、中核的企業、ここがやっぱり大きいな

と思いますので、私も質問しましたけれども、

ぜひ、ここにしっかり取り組んでいただきたい

なということだと思います。

○日下商工政策課長 おっしゃるとおり、地産

地消も含めて、やはりしっかりと県内で調達を

して、県内でお金を回していく、そういった意

味では県外にお金が漏れ出さないようにする。

そのために何ができるかというのが、まさにこ

の戦略の理念でございますので、おっしゃるよ

うな取り組みというのをしっかりと進めていき

たいと思います。

○ 原委員 31ページのサーフィンです。この

前、スポーツ議連で沖縄に行きましたときに、

あとはもうプライベートでケラマブルーで有名

な渡嘉敷村、あそこにちょっと行きまして、村

長さんと知り合いだったもんですから、村長さ

んと２時間ぐらい酒を交わしながら、ずっとい

ろんなことを聞いてましたら、沖縄の島がいろ

いろあるんですけれども、大体高齢化率が物す

ごく高いと。ところが、この渡嘉敷は、まだ細

かく調べないといけないんですが、高齢化率が

二十数パーセントだと自慢げにおっしゃるわけ

ですよ。なぜかなと聞きましたら、そのケラマ

ブルーに代表されるきれいな自然が残ってたと。

昔、リゾート法があったころ、やはりリゾート

開発をしようという動きがあったんだけれども、

それに反対する動きがあって、結果としては、

反対して自然が残っているから、その自然を、

いわゆるシュノーケリングだとか、スキューバ

ダイビングで若者たちがいっぱい来て、そのま

まそこでスキューバダイビングの店を開いたり、

指導するインストラクターの仕事をしたり、観

光客が来るんで、そこに住みついたんですね。

住みつくと、さらに人がふえるから人が来るん

で、高齢化率が非常に低いという話を聞いて、

私は、これも一つの地方創生の、いわゆる自然

を生かした地方創生と言っていいのかなと思い

ながら、また詳しく調べますけれども。そこで

サーフィンなんですが、宮崎県はサーフィンの

メッカでもあって、いろんないい場所があるわ

けです。串間なんかでもそうだそうですが、こ

のサーフィンをすることによって、観光客もさ

ることながら、このままここで宮崎に定住した

人たち、横田議員も前、そういう旨の発言を何

回かされたと思うんだけれども、そのあたりの

調査はされてないんですか。結構いらっしゃる

と思うんですけれども。

○福嶋観光推進課長 サーフィンのために移住

をされたという方が、非常に宮崎県内多いとい

うのはもう実感しているんですけれども、そう

いう方とお話しする機会も多いんですが、数に

ついては、中山間・地域政策課のほうが、県を

介して移住された方の数というのは調べていた

やに思いますが、ちょっと内訳というか、サー

フィンなのか農業なのか、ちょっとわからない

んですけれども、移住者そのものの調査はやっ

ているというのと……。

○ 原委員 やってるか、やってないか。

○福嶋観光推進課長 この調査では、移住に関

してはやっておりません。

ただ、相当数ふえてきていると考えておりま

す。

○ 原委員 一つの例として渡嘉敷ですが、宮
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崎県としても、そういう自然を生かす移住の取

り組みみたいなものを１回やってみると、おも

しろい結果が出てくるかもしれないし、今後の

何かの参考になるんじゃないかと思ったので、

聞いたところでした。

あとは、26ページの観光に係る経済効果です。

クルーズ船のイ、県内の経済波及効果１億7,000

万とあるんですけれども、これは、また福岡の

話になりますが、福岡に行くとキャナルシティ

に連れていくんだそうですね。あそこにあるキャ

ナルシティの中の中国資本のラオックスに行く

と。

したがって、ほとんどの資金は中国の人たち

が博多に来て、中国のお店で物を買って、そし

て中国の資本家にお金は行って、バックマージ

ンは２割、旅行者に行くという形で、じゃ、日

本として、博多として受ける恩恵というのは、

その仕入れ値だけの部分だという話を聞いたこ

とがあって、確かにそうだろうなと。

この前もテレビでやってましたが、このラオッ

クスというのは、結構全国的に大きく展開され

ているんですね。その発想で、例えば宮崎に来

られたクルーズ船のお客さんたちは大半が、宮

崎のある大手スーパーで物をお買い上げになる

ということを聞いてます。この大手というのは、

当然県外資本なんですよね。ということは、さっ

きのラオックスと似たような形態じゃないかな

と思ってて、確かに、ここに県内の経済波及効

果１億何ぼ、これはこれでいいと思うんですけ

れども、そのあたりの統計上の話なんですが、

どうなんですか、その某大手スーパーの消費額

というのは、この宮崎県の販売消費額に統計上、

上がるんですか。

○福嶋観光推進課長 今回の調査は、乗客の方

に、消費額をアンケートで聞いておりまして、

どこで買ったかというのはわからないというの

が、一つございます。

一方、日南市は、実際のホテルとかそういっ

たお店にヒアリングをして、調査結果を出され

ているということでございます。

ただ、大型商業施設については、なかなかそ

の金額がつかめないというようなことは聞いて

おりまして、実際のところはわからないんです

けれども、今回の調査でもスカイシーとクァン

タム、ボイジャー比べて、クァンタムだけが大

型商業施設に行ってない関係で、乗客数が多かっ

たにもかかわらず金額的には低い、１人当たり

の消費単価を見ても出ているというのは、やは

り大型商業施設で電化製品などを買われるとこ

ころが上がるということなんだろうなというの

は推測がつくところであります。

○ 原委員 だから、ここに来られて大型商業

施設に行かれる、その他の施設に行かれる人も

物を買われたのは、確かにこんだけお金を使わ

れましたよと。問題は、いわゆる県内の経済循

環システムという考え方をしたときに、それが

本当に宮崎県に落ちている金かということの疑

念ですよね。

ちょっと砕けた言い方しますが、我々よく冗

談で、大店舗法がどうだったんだと話になるん

だけれども、中央からの吸い上げ施設だと。こっ

ちに交付税流して、結果的にはそれを消費させ

て、また中央に吸い上げるシステムだとやゆし

て話すこともあるんです。申し上げたいのは、

それはそれでもう今あるわけだから仕方ないに

しても、いかに、ほかのこの県内に本当に金が

落ちていくところで買っていただくというか、

そういう施策が、これは知事の公約でもありま

す外貨を稼いで県内の経済循環をよくするとい

うことにつながるんだろうなと思ってまして。
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ただ大店舗で買えば、統計上は出るけれども、

本当にこれが、じゃ県内の経済循環の金になっ

たかというと疑問だなと思ってます。そのあた

り、もうちょっと追及して、経済の専門家とか

統計の専門家もいらっしゃるはずだから、分析

していただくと、本当の経済効果というのが、

経済循環ということも含めて見えてくるんじゃ

ないかなと思っています。よろしくお願いしま

す。

○福嶋観光推進課長 委員のおっしゃることは、

まさにそのとおりでありまして、私どもも今回

の調査を通じて、県内にお金を落としてもらう

にはどうしたらいいのかというのが少し見えて

きた気がしております。

御指摘のように、例えば貴金属とか電化製品、

これは県外資本、県外で生産されたものを買い

ますと、それは経済波及効果として県内に残り

ませんので、やはり食料品、もっと言うと、飲

食店で飲食していただくというのが一番県内自

給率を高めるということでございます。そういっ

た方向で、地元の市町村ですとか、あるいは商

店街の皆さんとかとお話をして、そういった品

ぞろえ、飲食店に誘導するような方法、そういっ

たものを考えていかないといけないんだろうな

と、この調査結果を見て感じているところです。

○ 原委員 それで、ある人がおっしゃった言

葉に、例えばスーパーほどの規模はつくれない

けれども、みんなで、いわゆる中国の人たちが

お買いになる爆買いの対象品を地元の商店の人

たちがそろえて、そこが免税ショップ的になっ

て、そこで買ってもらえれば、あるいは地元の

爆買い対象となる商品を売ってる店に行くよう

な手はずになっていくと、本当の意味で宮崎も

潤うのにねという、そういう見方はみんなそろ

そろしてますよね。だから、ぜひお願いしたい

と思います。

あとは、22ページの条例改正です。

素早い対応をしていただいて、希望どおり来

年の２月議会に上げていただくということでご

ざいますから、さぞかしこの商工会連合会の皆

さん方がお喜びだろうと思ってまして、また会

う機会がありますので、素早い対応であったと

いうことを御報告を申し上げておきたいと思い

ます。別に感想は要りません。

○西村委員 先ほどのクルーズ船の関連です。

私、スカイシーが細島港に入ったときの入港式

とかにも行かせていただいて、勝手に個人で行っ

たんですけれども、そのときにＷｉ―Ｆｉの文

句がすごかったんですよ。それは、何か移動式

のレンタルＷｉ―Ｆｉを持ってきて、それを何

カ所か置いてやったんですが、１つ当たりに10

人しかつなげないとかそんなんで、後から来た

人が「どうして、どうして」ってすごいものを

見ました。それを目の当たりにすると、準備す

るほうも甘かったし、移動式がそのぐらいのキャ

パしかないというのは、もしかしたら知らなかっ

たんじゃないかなと思ったんですが。その後、

クァンタムとボイジャーが来たときには、この

Ｗｉ―Ｆｉの設置状況についてよかったという

のが上がってますよね、25％から32％、42％と。

これは、すぐさま対応をしたということなのか、

偶然だったのか、そこら辺は８月10日の失敗を

受けて、すぐにやりかえたのかどうかというの

はわかってますか。

○福嶋観光推進課長 スカイシーのほうにつき

ましては、受けを日向市のほうで行っていると

いうことで、たしか、このとき初めてＷｉ―Ｆ

ｉを準備されたのではないかと思います。

一方、クァンタムとボイジャーについては、

中心は日南市でございますけれども、日南市を
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初めとする10市町で対応をしたということなん

ですが、一応、港に一つＷｉ―Ｆｉのスポット

を設けたというのと、各観光地にそれぞれ設け

たと。あとは、船に残られた方が油津の商店街

とかに出ていきますので、そこの大型商業施設

などにＷｉ―Ｆｉを準備したということで、日

南市においては、観光地、行った先々でもかな

りの数のＷｉ―Ｆｉを設置していたということ。

それと、あとは移動式のＷｉ―Ｆｉにおいて

も、ある程度能力的な違いといいますか、10人

なのか30人なのかというのもあろうかと思いま

す。そういったところで、日南のほうでは、さ

ほどそういったクレームというのは聞かなかっ

たと感じております。

○西村委員 ありがとうございます。日南の取

り組みのほうが、ちょっと先を行ったというか、

細かくやってたということだと思うんですが、

これは１回失敗して、また次失敗したらいけま

せんので、日向市が最初失敗したというのも、

やはり昨年の失敗の引き継ぎがうまくいってな

かったのかなと思いますので、ぜひ、また、こ

れから県下全域に入ってくるクルーズ船の対策

をしていただきたいと思います。

○松村委員 １件だけ、ちょっと確認です。み

やざきＭＩＣＥ推進の中で、33ページ、九州管

内の動向というところで、各県というか、市と

いうか、新たなコンベンションのための施設を

つくる動向があると書いてあるんですけれども、

ちなみに5,000人、3,000人とかこういう規模の

施設というのは、これは民間ですか、それとも

公設なんでしょうか。

○福嶋観光推進課長 ちょっと調べる時間をい

ただきたいと思います。

○松村委員 わかりました。じゃ、後ほどでも

結構です。

とにかく宮崎県もコンベンションとかＭＩＣ

Ｅ誘致とかやっていますけれども、頼っている

のはほとんどシーガイアだけですよね。ここも

民間なんで、ここの動向というのは、将来的に

いろいろ動きがあるでしょうけれども、なかな

かわかんない中でやっているわけで、大きいと

ころは多分、東京、福岡、大阪、それぞれ国際

見本市会場とか、すごい設備があるんですよね。

大きな規模の会場というのは、やっぱりある程

度公的なところがしっかり押さえていく必要が

あるんじゃないかと思って。こういう新たな競

争相手ができるのかなと、今これを見て、ちょっ

と私も心配していたんで、ちょっとお聞きした

ところです。また情報として教えてください。

○福嶋観光推進課長 今、ここに上がっている

４つのうち、長崎と熊本は市がこういった施設

をつくろうとしているということのようです。

公設の施設となりますと、かなり莫大な費用

も必要になるということで、私どもは、今ある

資源を生かしてどれだけ良質なＭＩＣＥを持っ

てくるかを一生懸命考えている状況でございま

す。

○松村委員 情報としてはわかりました。なか

なかの競争相手になりますよね。

○二見委員長 お昼に入りましたので、ここで

一度休憩にしたいと思います。

１時10分に再開いたします。暫時休憩いたし

ます。

午後０時１分休憩

午後１時８分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、その他の報告事項に関す

る質疑をお願いします。

○横田委員 サーフィンについて、ちょっとお
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尋ねします。

サーフポイントを選ぶ理由とかいうのもあり

ますけれども、施設に対する満足度というか、

アクセス道路とか、駐車場とか、そういったア

ンケート調査は全然したことないんですか。

○福嶋観光推進課長 これは概要ということで、

一部抜粋になってるんですけれども、あわせて、

あるとよいものということで聞いております。

若干、木崎浜とお倉ヶ浜では傾向が違うんです

が、木崎浜ですと、あるとよいもののトップは

シャワー、次が飲食店、３番目がトイレという

のがお客様の御要望で、お倉ヶ浜のほうは、ま

ず飲食店、そして更衣室、それと３番目が駐車

場というアンケート調査が出ております。

ただ、例えば木崎浜のシャワーとかトイレ、

それとお倉ヶ浜の駐車場につきましては、一応

はある、ただ足りないのかもしれないというこ

とは、この調査で伺えるかなと感じております。

○横田委員 もう随分前になるんですけれども、

一般質問で木崎浜のことでちょっと質問したこ

とがあるんです。国道220号から浜まで行く道、

堤防みたいなところだったんだけれども、すご

く狭いですよね。それと220号に案内板が全然な

いんですよ。今も多分ないと思うんですけれど

も、それを何とかできんもんかということで質

問したことがあるんです。このオリンピックの

要望書の中には、交通アクセスのよさとか書い

てありますが、これは宮崎市が近いとか空港が

近いとかそういった意味だと思うんですけれど

も、国道からそこの浜まで、会場までがすごく

狭い。あそこも何か改善しないと、こういった

大きなイベントを呼び込もうというときには

ちょっとマイナスになるんじゃないかなと思う

んですよね。これは県土整備部のほうだとは思

うんですけれども、やはりそこらあたりもしっ

かりと考えて、これから対応をしていただける

といいなと思います。よろしくお願いします。

○髙橋委員 同じサーフィンの関係でお尋ねし

ます。いわゆるオリンピックの追加種目で、宮

崎は候補に近いんじゃないかなという思いがあ

るわけですよね、国際大会もやっている経験も

あるわけで。そうなると、今度はこのサーフィ

ン大会の事前合宿のときに、やはり宮崎の場合

は、南北にサーフィンのポイントがいっぱいあ

るから、これは期待できるなと思いつつも、た

だ、いっぱいポイントあるんでしょうけれども、

例えば最低限必要な駐車場だったり、シャワー

だったり、更衣室だったり、この辺の整備はほ

とんどされてませんよね。今から準備すること

は無駄金かもしらんから、そういうものを想定

しながら、このオリンピックの誘致のときに、

その辺まで考えて整備が必要になってくるなと

思ってるもんですから、その辺も想定されてい

ますかということでお尋ねするんですが。

○福嶋観光推進課長 県内には10を超えるサー

フスポットがありまして、整備の状況はそれぞ

れだなと。木崎浜あたりですと、トイレ、シャ

ワー、駐車場、休憩所、そういったところがあ

る程度は整ってるんですけれども、中には、や

はりその辺がまだまだというところがございま

す。

例えば、市町村の御意向でこういったものを

整備するという場合には、県のほうの総合支援

事業とかの活用も可能であります。もし、こう

いうオリンピックの開催地に決まれば、そういっ

たところにある程度目を向けていただけるとい

うきっかけにもなると考えているんですけれど

も、今回の調査結果でも非常に観光資源として

有効なものだということがわかりましたので、

ぜひ力を入れていきたいと考えております。
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○髙橋委員 よろしくお願いします。

○二見委員長 ほかに質問はありませんか。

○髙橋委員 県内経済の概況と雇用情勢の関係

で、有効求人倍率はよくなっているわけですが、

正規と非正規の割合が６、４とか言ってました

ね、こんなのは中身の数字はわかりますか。

○天辰地域雇用対策室長 10月の段階で1.11に

なっておりますけれども、この場合の正社員の

有効求人倍率が10月段階で0.63となっておりま

す。この数字だけ出ております。

○髙橋委員 じゃ、８月、９月は把握されてな

いんですね。

○天辰地域雇用対策室長 ちなみに、８月

が0.59、９月が0.61になっております。

○髙橋委員 わかりました。いわゆる正規の分

の有効求人倍率は上がってきているということ

ですから、いい数字だなと理解をしたいと思い

ます。

宮崎県全体で、この概況説明があったときに、

わずかだけれどよくなっているというのは、そ

ういう個人消費も含めて説明があったわけです

が、ただ、これは県内を細かく分析していくと、

例えば７ブロックで見ていくと、いいところ、

悪いところ、やっぱりあると思うんです。そん

なのは、やっぱりつかみにくいんですね。

○日下商工政策課長 今回載せているものは日

銀であるとか、宮崎財務事務所であるとかの調

査結果を中心として抽出をさせていただいてい

るところでして、その辺の調査の結果自体は、

県全体のものが中心とはなっているところで、

現時点では、その地域ごとにというところまで

は必ずしも十分に把握はできていないのが実情

ではあります。

○髙橋委員 県内全体での指標、そういう状況

を見ることはもちろん大事なんですが、県内、

特に私の地元なんてのは、なかなか景気もよく

ならなくて、今も忘年会のシーズンに入りまし

たけれども、余りいい話は聞かないものですか

ら、そういったところの状況把握も、やっぱり

細かくやっておく必要があるなということだけ

申し上げておきます。

○ 原委員 失業率の説明はないですよね。今、

失業率の状況はどうなってるか、もしデータが

あれば教えてください。

○天辰地域雇用対策室長 失業率につきまして

は、直近のデータは、毎月のデータ、全国のデ

ータしか出ておりませんけれども、10月で3.1と

いう数字が出ております。

ちなみに、26年の数字は全国が3.6、宮崎が3.2

という数字が出ております。

○ 原委員 この前、どこかの新聞でしたね、

ミスマッチ失業率と、この失業率というのがあっ

て、今、これ全国平均の話だったかと思うけれ

ど、ミスマッチ失業率よりも、俗に言う、今おっ

しゃった失業率のほうが、今は低くなったとい

うことは、仕事を選びさえしなければ、仕事は

必ずある状況であるという説明が、僕はミスマッ

チ失業率というのは初めて聞いたもんですから、

どういう意味なのかなと思いながら、漠然とわ

かったような気がしたんだけれども。このミス

マッチ失業率みたいなのも、今おっしゃった失

業率の中とは別にもう一つ、統計上、そういう

データがあるんですか。

○天辰地域雇用対策室長 申しわけありません、

そのミスマッチ失業率ということにつきまして

は、ちょっと承知しておりません。

○ 原委員 それで結構です。僕もこの前初め

て見た文字で、そういう説明がしてあったもん

ですから。私は、日経はとってないので、日経

じゃないと思うんですけれども、そんな記事が
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ありました。また、後日わかったら、教えてく

ださい。

その失業率、今3.1ということですが、ここ数

年の推移からすると、大体どういう状況なんで

すか。

○天辰地域雇用対策室長 全国ベースでいきま

すと、26年が3.6と言いましたけれども、その前

にさかのぼりましても4.0、4.3、4.6と失業率は

確実に低下しております。

○ 原委員 わかりました。

○松村委員 39ページ、神話、記紀編さんのと

ころです。ターゲットは女性に絞ったという取

り組みで、神話関係でもそうですが、以前、恋

旅とかプロモーション的にはそういうところで

女性を狙ってたと思うんですけれども。これは、

誘客対策、女子をターゲットにと書いてあるん

ですけれども、今どうなんでしょうか、この取

り組みというか、恋旅からどう変わったのか。

そして、ほかの記紀編さん事業の取り組みと

しては、どちらかというと、ちょっとマニアッ

クな歴史観に基づいた講演とかそういうところ

でやられているような気がするんですが、いわ

ゆる日常的に宮崎に来ていただけるような女性

客を狙った、ターゲットにしたものというのは、

ここに書いてあるんですけれども、もう以前の

恋旅のイメージと同じなんですかね。

○松浦記紀編さん記念事業推進室長 ある意味、

流れとしては、恋旅の神話版といいますか、そ

ういう形で捉えておりまして、以前恋旅でター

ゲットにしていた層の方々が、少し年数がたち

ましたので、大体20代から30代の働いている旅

行意欲の旺盛な方々をターゲットにしていけば、

かなり誘客につながるんではないかという視点

が一つあります。それから、そういった層につ

いては、例えばスピリチュアルとか、癒しとか

いうものを求める方々も多いというデータをい

ただいているもんですから、そういうところで

の新しい神話の展開としてやっていく可能性が

高いのではないかということで、この取り組み

は今年度から始めたというものでございます。

これまでは、やはりコア層に訴えていくとい

うところから広げていこうということをやって

いたんですけれども、そろそろ、少しターゲッ

トを広げていきたいなということでの取り組み

でございます。

○福嶋観光推進課長 恋旅は、今のように、神

話のほうに派生をしたということなんですけれ

ども、これが今なくなっているというわけでは

ございませんで、五旅という形で、花旅、波旅、

ゆっ旅、日向神話旅、恋旅という形で県として

も、全体としても進めているというところでご

ざいます。

○松村委員 やっぱり女子ですよね。女子力と

いうか、ターゲットはそこだと思いますんで、

よろしくお願いしておきたいと思います。

○髙橋委員 34ページのバスツアーですが、県

南・日南海岸コースの平均乗車人数は何人で

しょうか。

○松浦記紀編さん記念事業推進室長 県南コー

スでよろしいでしょうか。

○髙橋委員 はい。

○松浦記紀編さん記念事業推進室長 平均で大

体13ぐらいです。

○髙橋委員 平均を聞かないと、うまく状況を

つかめなかったもんですから、聞いてみました。

それと、この県北・高千穂回遊バスの100円か

ら500円、フリーが600円になってるんですが、

何か途中下車とか、そういう意味なんでしょう

か。仕組みをもうちょっと教えてください。

○松浦記紀編さん記念事業推進室長 高千穂の
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回遊バスについては、乗りおり自由で、神話の

ポイントを回っていくというような形でして、

区間によっては100円、全部乗れば500円、あと

１日乗り放題というのが600円という形になって

おります。

○髙橋委員 わかりました。

県南の場合には食事がついているものですか

ら、3,000円の料金の設定なんですが、平均乗車

人数を聞いて、これ、うまくいってるんじゃな

いかと思ったわけですけれども。一応３月まで

の期間で設定してあるわけですけれども、今検

討されているとは思うんですが、いわゆる28年

度の事業として継続されていくのかなと。県央

・西都・西米良コースに調整中とありますよう

に、検討されているようですから、引き続き実

施されるんでしょうか。

○松浦記紀編さん記念事業推進室長 神話めぐ

りバスツアーについて言いますと、ある程度採

算ベースとか商業ベースでのお話に、もうそろ

そろなっていってもいいのかなということがあ

りまして、実は、昨年度１年間かけて、宮崎交

通とかなり話をしてまいりました。

その中で、今年度、試験的に、例えば県南コ

ースであれば定期観光バスを活用した形で１回

やってみましょうと。それから、高千穂につい

ては、こういう回遊型の路線を設定をしてみま

しょうということで、今年度は試験的な形なん

ですけれども、基本的には、それから、できれ

ばずっと続けていただくという形で、今進めて

いるところでございます。

現時点での宮崎交通さんの評価としては、そ

れなりにやっていけるんではないかという感触

でお話を伺ってるところでございます。

○髙橋委員 今の説明でわかりましたけれども、

宮交単独で何とかできるんであれば、やってい

ただきたいなと思っています。

引き続きお尋ねしますが、県内啓発という部

分で見てみると、リレー講座にしても記紀みら

い塾にしても、例えばリレー講座であれば宮崎

市内中心で、延岡がぽつんとあるだけで、県西

とか、特に都城、西諸あたりでの開催というの

が、記紀みらい塾は昨年が６校だから、ここは

聞いてみないとわかりませんが、県内の広がり

を求めるんであれば、もう少し散っていったほ

うがいいんじゃないかという思いをしたんです

が、その辺はどうでしょうか。

○松浦記紀編さん記念事業推進室長 今、御指

摘の件は、私どもも課題として認識しておりま

す。ただ、今年度はリレー講座について言うと、

回数を拡大するという中で、例えば県立看護大

であるとか、それから宮崎大学であるとか、産

業経営大学だとか、そういったところと組んで、

それぞれが独自でやっているものを一緒に統一

テーマでやっていこうという形を、ことしつく

り上げたところでございます。

この次の展開として、これをどう広げていく

のかというのが、これからの課題になるのかな

と認識をしているところでございます。引き続

き取り組んでまいりたいと思います。

○横田委員 記紀編さん事業につきましては、

幅広い事業展開をしていただいてて、本当にあ

りがたいと思っています。

この記紀みらい塾ですが、これは、こちら側

から学校にお願いをして、こういう塾をされて

いるのか、また、逆で、学校のほうから、ぜひ

来てくれということで開いているのか、これは

どちらなんでしょうか。

○松浦記紀編さん記念事業推進室長 記紀みら

い塾につきましては、スタート時点では、なか

なか学校側にも認識されていないというところ
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がありましたもんですから、こちらのほうから、

ある程度お願いをして、開催をさせていただく

という形をとっていたんですが、今年度からな

んですけれども、各学校に御要望を伺って、希

望を伺って、その中でその話が条件が合うもの

を選定をしていくという形でやっております。

今年度は８校を予定しているんですが、もっと

多くの御希望があったんですけれども、ちょっ

と講師の方がこの人ではないとだめだとかいう

お話がありましたもんですから、今年度は８校

という形になっております。こういった形をもっ

と広げていきたいなと思っているところでござ

います。

○横田委員 子供のころから日向神話を理解し

てもらうのはすごく大事なことだと思うんです

よね。ぜひ教育委員会とも連携しながら、もっ

ともっと多く開講できるように頑張っていただ

きたいと思います。

それともう一ついいですか。

40ページのふるさと旅行券の件です。日向市

が独自クーポン事業をやってて70.3％の増加と

書いてありますが、すごいなと思ったんですけ

れども、これは、県がやってるものと、どんな

ふうに違うんですか。

○松浦記紀編さん記念事業推進室長 基本的に

は、県が旅行券事業というのをやっておりまし

て、それは全県下の宿泊施設について適用でき

る旅行券を発行しているものでございます。

日向市さんについては、独自に予算措置をさ

れまして、県の旅行券がないときに日向市の旅

行券が使えるという補完する形で発行していた

だいておりまして、そういう形の予算措置がさ

れているということが一つと、それから、日向

市さんのほうで、インターネットでの取り扱い

をしていなかった宿泊施設を契約をしていただ

くとか、そういう取り組みを実際していただき

まして、それに合わせて旅行のパッケージを各

ホテルとかにつくっていただくという作業をし

た結果として、こういう数字になっているので

はないかなと考えるところでございます。

○横田委員 このふるさと旅行券というのは、

必ずしも全部が記紀編さん関係のことばっかり

じゃないですよね。この事業は、記紀編さん室

のほうでやられているということなんですか。

○松浦記紀編さん記念事業推進室長 旅行券事

業全体としては、観光推進課のほうでされてお

られるんですけれども、私どもとしては、神話

の関係で来県される個人旅行の方は非常に多い

もんですから、インターネットとかそういった

ものでの取り扱いは非常に有効じゃないかとい

うことで、ネットでの誘客の最初の入り口とし

て神話を使うと。当然、食とかそういったもの

も入ってくるんですけれども、最初の入り口と

して神話を使うという形で、我々がやっている

ということでございます。

○横田委員 この日向市の取り組みを見てもわ

かるんですけれども、やり方次第ではまだまだ

伸びる可能性が十分あると思いますので、それ

こそ市町村と連携しながら、さらに上を目指す

ように頑張っていただければと思います。

○髙橋委員 23ページの地域中核的企業に対す

る国の支援についてです。全額国費で、ひでじ

ビールの支援は確定したということで、大変な

御努力に感謝をいたしますが、ということは、

一般財源で当初予算を措置しているわけだから、

わかりやすい話が余ってしまうわけで、これを、

恐らくこのままだと２月補正で整理をされるん

だろうなと思ったもんですから、あえて聞くん

ですけれども。私はこの事業をすごく評価して

いますから、今２件ですよね、年度内にもう一
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件何かアプローチできる企業がもしあれば、や

はりこういう事業は早いほうがいいですよ、早

く手を打って、動いてもらったほうがいいわけ

ですから、そういったところを念頭に置いてい

らっしゃらないか、お尋ねします。

○野間産業振興課長 この交付金が採択された

ことで、県のほうの当初予算で措置している予

算のほうが余裕ができるんじゃないかというこ

とですけれども、おっしゃるとおりでございま

して、できるだけ有効に使うということで、認

定もできるだけ早期にというか、行いたいとは

思っておりまして、そういう可能性のあるよう

な企業さんにはお声かけもしたりしてるんです

けれども、ちょっとまだ具体的な企業のめども

立たない。公募するわけですけれども、ある程

度めどをつけたいというのもありまして、また、

これから公募するということになりますと、企

業さんのほうの事業計画というよりも、今年度

中にどうかという兼ね合いもありますが。ただ、

おっしゃるとおり、できるだけ認定はやってい

きたいということで考えておりますので、また、

ちょっとそこのところは検討させていただきた

いと思います。

○髙橋委員 相手があることだから、その企業

がしっかり認定できるような企業じゃないとい

けないわけで、いろいろ御苦労もあると思うん

ですけれども。それと、ほかからすると、その

金をこっちに回せよとか、いろいろとあるんで

しょうが、先ほどから議論になっています労働

生産性を上げるためにも、この事業をしっかり

広げていくこと、しかも早く、大事だと思うん

で取り組みをお願いしたいと思います。

○横田委員 もう一回、記紀編さんでお尋ねし

ます。オリンピックのオープニングセレモニー

ですけれども、これはすごいいいなと思って見

させてもらってるんですが、手応えはどうです

か。

○松浦記紀編さん記念事業推進室長 昨年度か

ら、オリンピックの開会式で何かできるんじゃ

ないかということで、オリンピックの組織委員

会のほうにもお話に伺ったりはしているところ

でございます。

現時点での反応といいますと、まずはリオの

オリンピックが終わってからという感じがあり

まして、まだ、そこまで本格的に動いているわ

けではないのかなと思っているところでござい

ます。

○横田委員 まだ随分先の話ですので、そうい

うことだと思うんですけれども、やっぱりもう

繰り返し繰り返しアプローチすることは大事だ

と思いますので、引き続きの御努力をお願いし

ます。

○松浦記紀編さん記念事業推進室長 そういっ

た関係者への働きかけというのも当然必要なん

ですけれども、やはり神楽なり神話なりという

ものを首都圏でしっかり発信をしていくという

のも一つの方法だろうと思っておりますので、

そういう意味で、ちょっと先ほど御説明いたし

ましたけれども、國學院とか明治大学とかでの

神楽の講演といったものもやったところでござ

います。その中では、もともと興味のある方が

来られていると思うんですけれども、ほぼ満席

の状態で、かなり効果があるのかなと感じたと

ころでございます。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。よ

ろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、請願の審査に移りま

す。

請願第５―２号について、離職者訓練はどの
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ような制度か、介護福祉士養成科の２カ年コー

スはどのようになっているものなのか、まず事

業の御説明をいただきたいと思います。

○久松労働政策課長 御手元に、きょうお配り

しております介護福祉士養成に係る離職者訓練

の実施状況という資料があるかと思います。こ

れに基づきまして、概要を説明させていただき

ます。

１の離職者訓練の概要ですが、（１）にありま

すように、この訓練は、公共職業訓練のうち雇

用保険受給者等の離職者を対象として実施をさ

れます職業訓練でございます。

図にありますように、県が国に提出した計画

に基づきまして、国から県が委託を受けて、さ

らに県が専門学校等の民間に委託して訓練を実

施しております。費用につきましては、全額国

費となっております。

（２）にありますように、平成27年度の本県

の定員枠は1,060名となっております。本年度の

訓練は、事務・販売コースが640名など記載のと

おりでございますが、請願に係る介護福祉士養

成コース、２年コースについては80名という設

定になっております。

２の介護福祉士養成科の実施状況でございま

すが、表にありますとおり、２カ年の養成コー

スのある県内の４つの施設で実施をしておりま

す。各校の定員は１学年10名ずつの計40名で、

２年で80名ということになりますけれども、27

年度の入学定員につきましては40名で、40名が

入学している状況になっております。

○二見委員長 あと、介護福祉士コースの定員

の決め方はどのようになっているのか、また、

その定員増は可能なのかについても御説明お願

いします。

○久松労働政策課長 これは国から得た情報で

ございますが、「現在、雇用情勢が改善する中で

求職者も減少しており、定員枠自体をふやすこ

とは現況では難しいけれども、県の全体枠の中

で、コースごとの人数を調整することは可能で

ある」という返事をいただいております。

今後、国と来年度計画の協議・調整を行う予

定でございます。介護福祉士養成コースの定員

につきましても、その過程の中で検討してまい

りたいと考えております。以上です。

○二見委員長 ありがとうございます。

私のほうからいろいろお聞きしましたが、委

員の皆様からの質疑はありませんでしょうか。

○髙橋委員 確認になりますが、今おっしゃっ

た県の定員枠の中で調整できるというのは、

（２）のところで読み取ればいいんですよ

ね、1,060名という定員になってるけれども。

○久松労働政策課長 定員につきましては、毎

年国に申請しますので、現在の時点で28年度で

は、大体本年度と一緒ぐらいの定員が示される

んではないかと考えておりますので、この範囲

の中で調整するということになります。

○二見委員長 いいですか。

○髙橋委員 はい。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。

○福嶋観光推進課長 先ほどのＭＩＣＥの説明

の中で、説明の誤りがございましたので訂正を

させていただきたいんですが、日本商工会議所

と言うべきところを日本青年会議所という説明

をいたしましたので、訂正をさせてください。

申しわけございません。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。

○横田委員 例えば80名をもうちょっとふやそ

うとしたときに、この訓練施設の対応能力は大

丈夫なんですか。

○久松労働政策課長 今、施設から聞いていま
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すのは、その定員に対して、この訓練以外も含

めて50％程度しか運用されていないと聞いてお

りますので、そのキャパ増につきましては可能

であると思いますけれども、ちょっと地域的な

需要も考えないといけないんで、その辺の需要

を含めて考えていきたいと思っております。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、その他、何かありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、以上をもって商工観

光労働部を終了いたします。執行部の皆様、お

疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時41分休憩

午後１時51分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました議案等について、

県土整備部長の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○図師県土整備部長 県土整備部でございます。

よろしくお願いいたします。

議案等の説明に入ります前に、お礼と御報告

を申し上げます。

10月末の現地調査におきまして、一般国道448

号、夫婦浦トンネル及び舳地区の道路災害復旧

現場を調査をしていただきました。まことにあ

りがとうございました。

調査先での御意見等につきましては、今後の

業務の参考にさせていただきます。

続きまして、御報告でございますけれども、

座って報告をさせていただきます。

まず、都市計画道路、日南―串間線の都市計

画手続でございます。

11月19日に都市計画審議会を開催をいたしま

して、本年６月から着手をしておりました都市

計画道路、日南―串間線の都市計画手続につい

て御審議をいただき、原案のとおり承認をされ

ました。河野副委員長、野崎委員におかれまし

ては、お忙しい中御出席をいただきまして、ま

ことにありがとうございました。

今後は、速やかに都市計画決定に関する告示

の手続を行ってまいります。今後とも引き続き、

県議会の皆様の御支援、御協力をよろしくお願

いを申し上げます。

続きまして、旭化成建材株式会社におけるデ

ータ流用等の問題についてでございます。

詳細につきましては、後ほど担当課長より御

報告を申し上げますが、マスコミで報道されて

おりますように、横浜市の分譲マンションに端

を発して、同社が全国で施工をした基礎ぐい工

事の一部におきまして、データ流用等の問題が

あったところでございます。

本県におきます工事実績等も明らかになった

ところでありますが、今回の事案は、基礎ぐい

工事の安全性や品質等の確保につきまして、再

認識をさせられたものでございます。

今後とも、県民の皆様に安全・安心を提供で

きますように、業務を遂行してまいりたいと存

じます。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す県土整備部所管の議案等につきまして、その

概要を御説明いたします。

県議会に提出しております資料、平成27年11

月定例県議会提出議案及び平成27年11月定例県

議会提出報告書のうち県土整備部関係箇所につ

きまして、お手元の商工建設常任委員会資料に
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まとめております。

資料の表紙をめくっていただきまして、目次

をごらんください。

まず、議案といたしましては、「平成27年度宮

崎県一般会計補正予算（第３号）」外１件につき

まして、報告事項といたしましては、損害賠償

額を定めたことにつきまして、最後に、その他

の報告事項でございますが、細島港、宮崎港に

おける津波避難施設の整備について外１件につ

きまして御報告をさせていただきます。

詳細につきましては、担当課長から説明をさ

せますので、よろしくお願いを申し上げます。

私からの説明は以上でございます。

○二見委員長 県土整備部長の概要説明が終了

いたしました。

次に、議案に関する説明を求めます。

○佐野管理課長 管理課であります。

まず、県土整備部の11月補正議案の概要につ

いて御説明いたします。

商工建設常任委員会資料の１ページをお開き

ください。

この表は、今回の補正額及び補正後の額など

を一覧表にして取りまとめた県土整備部の予算

総括表であります。

今回の補正は、Ｃの列でありますが、事業別

列の一番上、補助公共・交付金事業で１億1,880

万8,000円の増額補正であります。

この結果、県土整備部の一般会計と特別会計

を合わせました補正後の額は、Ｄ列一番下の欄

に記載のとおり、709億2,073万5,000円となり、

前年度同期との比較は、その右94.5％でありま

す。

この補正額の内訳でございますが、右側の２

ページをごらんください。

補助公共・交付金事業の一覧表であります。

表の中ほど、Ｃ列の上から２段目に記載のとお

り、今回の補正は河川事業のみで、補正額は１

億1,880万8,000円であります。この全額が河川

課所管事業の補正でありますので、内容等につ

きましては、後ほど河川課長から御説明いたし

ます。

次に、繰越明許費についてであります。３ペ

ージをごらんいただきたいと思います。

一般会計繰越明許費補正の集計表であります。

太線で枠囲みしております11月議会申請分の欄

が、今回お願いしております繰越明許費であり

ます。追加と変更（増額）の合計で46億3,832

万1,000円となっております。

この結果、９月議会承認分と合わせました一

般会計の繰越明許費は、18事業で、70億9,381

万2,000円となります。

この繰り越しの内訳でございますが、４ペー

ジに追加でお願いしている12事業、また、次の

５ページには、変更で増額します６事業につい

て記載しております。

いずれの事業も、関係機関との調整や用地交

渉、工法の検討に日時を要したことなどにより、

発注の時期がおくれ、年度内の完成が困難とな

りましたことから、繰り越しをお願いするもの

であります。

次に、債務負担行為の追加についてでありま

す。６ページをごらんください。

今回お願いしておりますのは、建築住宅課の

県営住宅管理費の１件であります。

これは、県営住宅管理運営の指定管理料に関

するもので、債務負担行為の限度額は１億8,190

万円となっております。複数年契約に必要な後

年度の予算について、債務負担行為の設定をお

願いするものであります。

補正議案につきまして、管理課からは以上で



- 40 -

平成27年12月３日(木)

あります。

○土屋河川課長 河川課でございます。当課の

補正予算について御説明をいたします。

お手元の白い厚めの冊子で御説明いたしま

す。57ページをお開きください。

当課の補正額は、１億1,880万8,000円の増額

をお願いしております。

補正後の額は、173億6,517万円となります。

補正の内容につきまして御説明いたします。59

ページをお開きください。

上から５段目の（事項）公共災害関連河川事

業費ですが、国庫補助決定に伴う１億1,880

万8,000円の増額補正であります。これは、こと

し４月の豪雨で被災しました串間市市木川の改

良復旧及び、現在改良復旧に取り組んでおりま

す川南町平田川の事業進捗を図るものでござい

ます。

河川課は以上でございます。

○上別府建築住宅課長 建築住宅課でございま

す。委員会資料の７ページをお開きください。

議案第17号「公の施設の指定管理者の指定に

ついて」であります。

これは、宮崎県営住宅の設置及び管理に関す

る条例第75条第３項の規定により、日向土木事

務所、延岡土木事務所、西臼杵支庁管内27団地

の県営住宅の指定管理者を指定することについ

て、地方自治法第244条の２第６項の規定により、

議決を求めるものであります。

１の施設の概要は、記載のとおりであります

が、次期指定管理候補者につきましては、２に

ありますとおり、現在の指定管理者と同じ延岡

日向宅建協同組合となりました。

次に、３の指定期間でありますが、平成28年

４月１日から３年間となります。

次に、４の選定概要でありますが、（１）の公

募の状況の応募者につきましては、延岡日向宅

建協同組合１社でありました。

（２）の指定管理候補者の選定につきまして

は、７ページから８ページにかけて記載のとお

り、県で一次審査を行った後、指定管理候補者

選定委員会が二次審査を行っております。

８ページの下の（３）の審査結果であります

が、採点は810点でした。

選定理由につきましては、最低基準点であり

ます600点を超える得点を得たこと、事業計画等

から判断しまして、施設の管理運営を適正かつ

着実に実施する能力を有していると認められる

ことであります。

次に、９ページをお開きください。５の指定

管理候補者からの提案内容についてであります。

（１）の指定管理料は、平成28年度が年額5,990

万円で、平成29年度及び30年度がそれぞれ6,100

万円であり、３年間の指定期間では１億8,190万

円となります。

また、（２）の収支計画は、記載のとおりであ

ります。

（３）の県民サービスの向上等につきまして

は、受付窓口の数や開業日が多く、受付時間も

長いことなどから、手続等の利便性の向上が見

込まれます。

また、緊急修繕が必要な場合に、連絡する業

者を事前に周知することで、より早急な対応が

可能となります。

建築住宅課は以上であります。

○二見委員長 執行部の説明が終了しました。

質疑はありませんか。

○髙橋委員 指定管理者の指定の選考審査の配

点が100ですよね。満点が1,000点となっている、

委員は５人ですが、そういったところをいま一

度説明ください。
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○上別府建築住宅課長 採点結果が1,000点満点

となっておる件についてでありますが、この県

北地区の指定管理者につきましては、平成22年

度から導入しておりまして、導入当初から、延

岡市と同一指定管理者を選定してきております。

今回も合同で選定を行っておりまして、募集

要領で、最低基準点の設定につきまして、選定

委員会各委員の県と市の採点合計が総配点の100

分の60以上を満たすことという条件で募集をし

ておりまして、採点結果も県と市と合わせた合

計1,000点満点で記載したところでございます。

○ 原委員 予算の執行状況に関してです。新

年度が始まって、もう何カ月かなるわけですが、

各種事業の発注状況は、例年に比べてどの程度

なんでしょうか。あるところでは、ちょっとお

くれてるんじゃないか、仕事がどうも少ないよ

うに感じますがという生の声も聞いたところで

すけれども、それは地域の差があるのかもしれ

ませんが、発注状況について、例年との違いを

お聞かせください。

○佐野管理課長 27年度の公共事業の発注状況

ということで、現在の状況を少し申し上げます

と、県土整備部におきます10月末現在の公共事

業の契約率は78.5％になっております。このう

ち、前年度からの繰越事業、これに限って率を

出しますと97.6％ということになっておりまし

て、これについては大半の発注を済ませ、計画

どおりに実施できていると考えております。

○ 原委員 ということは、例年並みというこ

との理解をしていいわけですね。

○佐野管理課長 参考までに、契約率でいきま

すと、平成26年が76.4％ということですので、

若干昨年を上回っているという状況ではござい

ます。

○ 原委員 わかりました。

その地域の偏りっていうのがあるんじゃない

ですか。これは県の平均ですよね。

○佐野管理課長 はい。

○ 原委員 一応確認のため、どこかの地域が

特別におくれているとかはないんですね。

○佐野管理課長 申しわけありません、今、手

元に資料がございません。

○ 原委員 ないだろうと思います。期待しま

す。

○二見委員長 よろしいですか。

○ 原委員 はい。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。よ

ろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 では、次に報告事項に関する説

明を求めます。

○馴松道路保全課長 道路保全課であります。

委員会資料の10ページをお開きください。

道路の管理瑕疵に係る損害賠償額を定めたこ

とについて、地方自治法第180条第２項の規定に

基づき、御報告いたします。

今回の報告は、人身事故が１件、物損事故が

３件の合計４件でございます。それぞれの事故

の内容について御説明申し上げます。発生日、

発生場所等につきましては、資料の左側の欄に

記載のとおりでございます。

まず、１番目の転倒事故につきましては、道

路の山手川からの湧水により、滑りやすい状況

になっていた歩道上で足を滑らせて転倒し、左

膝の皿を骨折したものであります。

被害者は、自宅近くの現場の状況については、

以前から滑りやすい状況にあると認識していた

にもかかわらず、注意が足りずに転倒したもの

でありまして、被害者に注意義務違反の過失が

ありますので、８割の過失相殺を行っておりま
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す。

２番目の落石事故につきましては、道路上に

落ちてきた石が直撃し、車両のフロントバンパ

ー及び左スライドドアを損傷したものでありま

す。本件は、その内容から運転者に過失を問う

ことはできないと判断しておりまして、過失相

殺は行っておりません。

３番目の倒木事故につきましては、道路上に

突然倒れてきた木に避けきれずに乗り上げて、

車両の前面下にあるカバーを損傷したものであ

ります。本件は、その内容から運転者に過失を

問うことはできないと判断しておりまして、過

失相殺は行っておりません。

４番目の倒木事故につきましては、道路上に

倒れてきた竹が直撃し、車両のボンネット、ル

ーフパネルを損傷したものであります。本件は、

その内容から運転者に過失を問うことはできな

いと判断しておりますことから、過失相殺は行っ

ておりません。

損害賠償額は9,616円から14万4,202円となっ

ており、全て道路賠償責任保険から支払われま

す。

説明は以上でありますが、引き続き道路のパ

トロールを徹底するなど、道路施設の安全確保

に努めてまいります。

道路保全課は以上であります。

○上別府建築住宅課長 建築住宅課でございま

す。委員会資料の11ページをお開きください。

損害賠償額を定めたことについて、地方自治

法第180条第２項の規定に基づき、御報告いたし

ます。

車両損傷事故などに伴う損害賠償であります。

これらの事案は、ことし８月25日未明に本県を

襲いました台風15号によりまして、都城市の県

営一万城南団地及び宮崎市の県営花ヶ島東団地

の一部建物の屋根材等が強風で飛散し、入居者

及び近隣住民等の車両などに損傷を与えたもの

であります。

損傷を与えた相手方は、県営一万城南団地に

つきましては、資料の11ページから14ページの

一番上の事案までの24名、県営花ヶ島東団地に

つきましては、14ページの下のほうの２名となっ

ております。

事案内容は、車両損傷事故のほか、近隣住居

の樋、フェンス、県営住宅住戸内の雨漏りによ

るテレビの損傷事故となっております。

今回の損傷事故におきましては、周辺住宅等

の屋根材が飛散していなかったこと、最大瞬間

風速が、通常本県を襲う台風と同程度で想定外

と言えなかったこと、また、屋根の被災状況を

調査したところ、とめ金具や下地材の劣化が見

られたことなどから、県に管理瑕疵があったも

のと判断し、記載の相手方と和解契約を締結し

たものであります。

損害賠償額は３万6,180円から108万９円まで

ありまして、その合計は742万5,243円となり、

一般会計予算の予備費を充用して支払ったとこ

ろであります。表の右端に記載のとおり、10月21

日に専決処分を行っております。

なお、事故の後に、県内全域の県営住宅を一

斉点検し、劣化等不具合があるものについては、

飛散防止の対策等を講じたところであります。

今後は、点検を強化し、より迅速かつ適切な

修繕を行うとともに、経過年数に応じた計画的

な改修を行っていくこととしております。

建築住宅課は以上であります。

○二見委員長 執行部の説明が終了しました。

質疑はありませんか。

○横田委員 道路保全課の損害賠償の件です。

一番上の転倒事故、これは湧水のために滑りや
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すくなってて、本人も注意不足で８割の過失相

殺と言われましたけれども、この湧水が歩道の

ほうに流れてこなくなるような、何か手当をさ

れたのかどうかをお尋ねします。

○馴松道路保全課長 道路上に、山手側から湧

水があって水が常時あったということで転倒事

故が発生したということですけれども、実はそ

の前にも、土木事務所に、路面に湧水があると

いう相談があってまして、転倒事故の約半年ぐ

らい前に一回、ためますを土木事務所が設置し

ております。そして、残念ながら事故が発生し

たんですけれども、ためますがあっても、まだ

湧水がなかなかうまく切れずに、やっぱり水が

歩道上に流れているという状況がありましたの

で、その後、事故があって、側溝の敷設と、あ

とは擁壁の水抜き口から、歩道上を通らずに、

ためますへ直接パイプをつなぐといいますか、

そういった工事もあわせて実施したところです。

○横田委員 それでもう、歩道のほうには来な

くなったということですか。

○馴松道路保全課長 ３回ほど、状況を見なが

ら工事をしてますので、現在はそういう状況は

ないということです。

○横田委員 一回そういうことがあったところ

で、もう一回あったら、また何を言われるかわ

かりませんので、安全確保には努めていただき

たいと思います。ありがとうございます。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。

ないなら、私いいですか。

台風に関連しての、損害賠償の話です。先日

も御説明をいただいたところだったんですが、

きょう、この資料を見て、ちょっと思ったんで

すけれども、この台風は、たしか夜一番風が強

かった台風ですよね。この相手方を見ると、近

所じゃない方が結構何件かあるわけなんですが、

これはどういうことなんでしょうか。たまたま、

その日、そこに車をとめてたものなんですかね。

○上別府建築住宅課長 住所が違っている原因

につきましては、自動車の所有者の名義が、例

えば結婚された方の親御さんのままだったりと

かで、それで相手方の住所地が遠くになったり

しているものでございます。

○二見委員長 たしか、この公営住宅の場合は、

車両駐車場の確保というか、そこを登録してい

るわけなので、それとは不一致はなかったとい

うことなんですか。

○上別府建築住宅課長 駐車場の契約者につき

ましては、入居者の方が契約していらっしゃい

ますが、その契約で登録しているのが、その車

ということで……。

○二見委員長 要するに、ナンバーに違いがあ

るとか、そういうわけじゃないですね。

○上別府建築住宅課長 ではございません。

○二見委員長 わかりました。

ほかになければ。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、次に、その他の報告

事項に関する説明を求めます。

○蓑方港湾課長 港湾課でございます。

細島港、宮崎港における津波避難施設の整備

について御説明いたします。委員会資料の15ペ

ージをお開きください。

港湾において整備いたします津波避難施設に

ついて、このたび設計が終わり、工事に着手す

ることになりましたので、御報告させていただ

きます。

まず、１の整備の目的であります。

本県の産業・物流・観光等の拠点であります

重要港湾のうち、最大クラスの津波、いわゆる

Ｌ２津波から避難する施設が近くにない細島港
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の白浜地区に避難階段を、宮崎港の東地区と一

ツ葉地区に避難高台を整備して、立地・利用企

業の就労者やレジャー客など港湾利用者の安全

を確保することを目的としております。

なお、油津港につきましては、港の周辺に避

難スペースが確保されておりますので、港湾に

おける新たな施設の整備は計画しておりません。

次に、２の津波避難施設の概要、（１）施設設

計の考え方についてであります。

①の細島港、アの避難施設でございますが、

臨港道路に接する牧島山に、Ｌ２津波に対して

十分な高さに位置する中腹の通路まで上がる避

難階段を設置いたします。

イの避難対象者ですが、現在立地・利用され

ている企業の就労者や来訪者としております。

具体的な位置等につきましては、16ページの

位置図をごらんください。

上のほうの航空写真の中央に牧島山と白枠で

書いているところがございますが、この山の中

腹の通路まで上るＡとＢの２つの階段を、白い

長方形で示す場所に整備いたします。

完成イメージを右上に表示しております。

Ｌ２津波水位は標高13.8メートルが想定され

ており、避難先の通路との高さの関係を白字で

示しております。

15ページにお戻りください。②宮崎港、アの

避難施設についてであります。

周辺に避難場所がありませんので、Ｌ２津波

に対して、地震による地盤の沈下や高台部での

津波のせり上がり等を考慮しまして、高さを設

定した避難高台を設置いたします。高台の面積

は、避難者１名当たり１平方メートルを確保で

きるようにしております。

イの避難対象者ですが、東地区は、今後企業

立地も見込んだ就労者等としております。一ツ

葉地区は、ビーチやマリーナ、緑地の利用者等

としております。

具体的な位置等につきましては、16ページの

位置図をごらんください。

下の方の航空写真に、避難高台を整備する場

所を白い台形で示しております。完成イメージ

は、下のほうの右側の中ほどに、東地区の高台

を、左下のほうに一ツ葉地区の高台をあらわし

ております。あわせて、津波水位と高台の高さ

関係も図に示しております。イメージにありま

すように、高台に階段やスロープを設置する計

画であります。

15ページにお戻りください。（２）の施設の概

要についてであります。

細島港白浜地区は、２つの避難階段で避難対

象人数は約400名となっております。どちらも

幅1.5メートル、延長41メートルとなっておりま

す。活用する事業は、国の防災・安全交付金事

業でありまして、事業費は約9,000万円で、本年

度施工することとしております。

次に、宮崎港の３つの避難高台についてであ

りますが、避難対象人数は、東地区が合わせて

約1,700人、一ツ葉地区が約3,300人となってい

ます。

一ツ葉地区はレクリエーション等に大勢の利

用者が訪れた場合を想定しております。活用す

る事業は、同様に、国の防災・安全交付金で、

全体事業費は約６億3,000万円で、東地区の施設

Ａを今年度施工し、残る２つの施設は来年度以

降、平成30年度までに整備するという計画とし

ております。

最後に、３の今後の予定でありますが、両港

とも利用者となります立地企業などを対象とし

まして、今回工事を行う施設の工事説明会を行

い、その後工事に着手する予定としております。
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説明は以上でございます。

○上別府建築住宅課長 建築住宅課でございま

す。委員会資料の17ページをお開きください。

旭化成建材株式会社がくい施工を行った工事

について御報告いたします。

１のこれまでの経過であります。

10月22日に、旭化成建材株式会社が、全国で

過去10年間にくい施工を行った建築物等3,040件

の内訳を公表し、県内に25件の対象物件がある

ことが判明しました。

10月26日には、同社から本県分の物件名等の

リストの提供を受け、県営花ヶ島団地３号棟が

対象物件に含まれていることが判明しました。

10月30日に、国土交通省が、再発防止対策等

について、専門的見地から検討することを目的

とした基礎ぐい工事問題に関する対策委員会を

設置しております。

11月24日には、当初の調査から漏れていた12

件を含む3,052件の調査結果が公表されたところ

であります。

次に、２の調査結果の概要であります。

表１は、対象物件の用途別の調査結果であり

ます。全国と本県に分けて、件数を表にしてお

ります。

一番下の行の合計の欄をごらんください。全

国の対象3,052件のうち、調査を完了したもの

が2,864件、このうちデータ流用等があったもの

が360件、不明なものが188件となっております。

続いて、右側の太線枠内の宮崎県内25件の状

況でありますが、調査を完了したものが23件、

このうちデータ流用等のあったものが３件、不

明なものが２件となっております。

18ページをごらんください。

表２は、県内対象25件のうち、国の施設１件

を除いた24件を管理者ごとに分類したものであ

ります。

左側の列が、公有、民有の施設区分で、真ん

中の列が件数、備考欄に施設名等を記載してお

ります。

公有施設が５件で、内訳は、県１件、宮崎市

３件、延岡市１件となっております。民有施設

は19件であります。

表の米印は、データ流用等があった施設を示

しております。

公有施設では、宮崎市生目の杜遊古館の宿泊

棟と体験学習棟の２件、民有施設では、工場・

倉庫の区分に該当するもの１件があります。

次に、３の県営花ヶ島団地３号棟についての

対応であります。

10月26日に、県営花ヶ島団地３号棟のくい施

工を同社が行っていたことが判明しましたので、

直ちに現地調査を実施するとともに、101本のく

い全てについて施工データを１本ごとに照合す

るなどの確認作業を行いました。

これらの調査において、安全性に問題がない

ことが確認できましたので、10月29日にその旨

を当該棟の全入居者にお知らせするとともに、

結果を公表したところであります。

最後に、４の今後の対応につきましては、当

該施設の所在地を所管する特定行政庁が行うこ

とになりますが、（１）のくい施工データの流用

等が判明した施設３件につきましては、工事施

工者等が行う安全性確認の結果について、国か

ら示された検証要領に従い、その妥当性を判断

し、結果を国に報告することになります。

また、（２）のくい施工データが存在しない等

の不明施設２件につきましては、工事施工者等

と連携して、可能な範囲で安全性の確認に努め

ることとなっております。

建築住宅課は以上であります。
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○二見委員長 執行部の説明が終了しました。

質疑はありませんか。

○ 原委員 避難施設について、例えば津波が

来て、そこに避難できたとして、そこから内陸

部というか、要は災害対策本部等への連絡をす

る場合のことも全然問題なく、携帯も通じる、

無線も通じるという状況が確保されるんですよ

ね。

○蓑方港湾課長 これは、まず避難するのが第

一ということで、まず避難するということで、

その後の状況についても、携帯がそういうとき

にはなかなか通じにくいとかいう状況もあるか

もしれませんけれども、そういう対応について

も港湾のＢＣＰ等の訓練の中でも対応策を考え

ていくとともに、例えば細島港とかではＮＴＴ

の有線回線を確保するとか、そういう対応とか

とりながらやっていきたいと考えております。

○ 原委員 一時的な水だとか、それから保温

のための毛布類とか、そういう最低限のものが

どこかに置いてあるとか、地下に埋めてあると

か、何かそういうこともあるんですか。ただの

高台ですかね。

○蓑方港湾課長 今、考えておりますのは、ト

イレの関係とかが大変かもしれないということ

で、一応宮崎港の高台の上のところにあずまや

というか、そういうものをつくるんですけれど

も、そこのベンチの下に簡易トイレを設置する

ようなことを考えております。

○ 原委員 東日本大震災のときに、男性はあ

る程度いいとして、女性のトイレが非常に問題

になったということがありましたよね。万が一、

津波が来たとして、ここに多くの方が避難され

たとして、レスキュー隊が来るまでの間、どう

やってそこを過ごすかと。時間帯の都合もあり

ますよね、季節の都合もあったりすると思うん

ですけれども、トイレのこととか、水をどうす

るかですね、あるんじゃないかなと、今、ぱっ

と見て思ったんで、そこのあたりの備えはどう

かなということで聞いてみました。

ほかに何か、今考えている備え的なものは何

か。例えば、ヘリが着くとか、水が引くまでは

そこで我慢してくださいという世界ですかね。

○蓑方港湾課長 当面は、避難場所を確保する

ということで、ヘリがとまる場所のスペース等

までは考えていないところです。

○西村委員 この牧島山の細島のところは、今、

上のほうの避難場所は、地域の方々も草刈りだ

とか整地に協力してボランティア的にやってい

ただいて、少しずつやってきたんですが、階段

がないというところがネックだったんですけれ

ども。非常にありがたいんですが、私もここの

前の臨港道路を通るんですけれども、ここは非

常にスピードを出して通られる、信号がないの

もあるんですが、看板等を使って、ここに階段

があるっていうのを言わないと。

例えば地震のときなんか、車で走ると気づか

ないときがありますよね。だから、避難者との

事故が起こらないようにとか、あと、ここは夏

場になると、物すごい木が茂るんですよね。木

が茂って、場合によっては、その階段の入り口

が非常に見分けがつかなくなる可能性があるの

で、今度できてからの話になると思いますが、

そのあたりもあわせて要望しておきます。

○蓑方港湾課長 今、委員がおっしゃられたよ

うなことを考えられますので、その辺も含めて

対応をきちんと行っていきたいと思いますのと

同時に、地域の企業の方々とともに、避難訓練

とかも行いながら、その中においてもいろんな

課題とかもその都度、毎年行っていきたいと考

えておりますので、そういう中で、やっぱり課
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題等も整理しながら対応していきたいと考えて

おります。

○河野副委員長 この避難施設は、平時はどう

いう使われ方がされるんでしょうか。

○蓑方港湾課長 宮崎港に関しましては、特段

の規制等は考えておりません。自由に上がるこ

ともできると考えております。

ただ、細島港の場合は、先ほどもちょっとあ

りましたけれども、道路の横のところにありま

して、非常時のみ利用するということを考えて

おるところであります。

○河野副委員長 以前、委員会の視察で、公園

化したところを視察させていただいたんですけ

れども。例えば、ちょっと管轄が違うかもしれ

ませんが、避難訓練をするということで、先ほ

ど答弁ありましたけれども、通常、この場所に

こういうものがあるというのを意識するのには、

例えば視察したところは公園化しとって、いろ

んなものでその場所を意識させるというか、そ

ういうことを提案されたことがありますけれど

も、そういう公園化的な、今後のものはあるの

かなというのが、ちょっと確認したいところで

すが。

○蓑方港湾課長 宮崎港に関しましては、普段

から上がったりすることができまして、そこが

避難の場所ですよということを看板等とかで入

り口とか上のほうとかにも設置して、そこはも

う避難の場所だということを日ごろからお知ら

せできるんではないかと思っております。

あと、細島港は、先ほど西村委員もおっしゃ

られましたけれども、牧島山の上のほうの道自

体が、地元の方々がそこを歩くことができて、

港も見えるような形の整備もされております。

これについては、普段の入り口は、この避難

階段ではなく両側から上がれるような形になっ

てまして、そこの道は普段から通れまして、そ

の途中に避難階段とかありますので、それにつ

いても、そういうところは避難階段があると周

知できるような看板等の設置とか行っていきた

いと考えております。

あと、またあわせまして、この場所につきま

しては、市町村の津波避難対策緊急事業計画に

も織り込んでおりますので、そういうところも

あわせて周知等につながっていくんじゃないか

と考えております。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。

○横田委員 くい打ちのことです。この前、く

い打ちする業者の人とちょっと話す機会があっ

て、大変迷惑しているという話があったんです

けれども。疑ったらきりがないと思うんですが、

もしかすると、ほかの業者にもあるかもしれま

せんよね。何かそういった対応とかはされてい

るんですか。

○上別府建築住宅課長 くい打ちの今回の問題

につきましては、先ほど御報告した状況と、そ

の後の11月27日に、くいの製造業者等41社でつ

くるコンクリートパイル建設技術協会というと

ころが会員各社のほうで調査を行った結果、あ

と６社がまたデータ流用等があったということ

を発表があったところでございます。

今後調査の対象工事がふえれば、また、そう

いったデータ流用等の件数もふえてくるとは

思っております。

今後の対応につきましては、国のほうで対策

委員会を設置して、原因究明と再発防止対策等

の検討が行われておる段階ですので、そういっ

た委員会の検討結果等を待って対応していきた

いと思っております。

○横田委員 この流用した理由は、例えば手抜

きでちょっと経費を削減しようとしたことなの
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か、それとも時間的なことがあって、やむを得

ずほかのデータを使ってしまったと、どっちな

んでしょうかね。

○上別府建築住宅課長 データ流用等というこ

とになっておりますが、報道等の内容を詳しく

見ますと、工事中に機械の故障あるいは動作の

不良、記録機能電源の入れ忘れ、電池切れ等々

でデータがちゃんととれなかったと、工事はやっ

たけれどもデータがとれなくて、経過報告書が

つくれなかったと。そういった事態を繕うため

にデータ流用を行ったということも報道があり

まして、実際くいが安全に施工されているかど

うかという問題とデータ流用等があったという

問題は、若干意味合いが違うのかなと思ってい

るところでございます。

○横田委員 必ずしも固い地盤まで届いていな

いとか、そんなわけじゃないと、届いているの

がほとんどで、データだけがちょっと流用され

てしまったということですよね。

この生目の杜の遊古館というのは、平屋じゃ

ないかと思ったけれども、これは何階建てです

かね。

○上別府建築住宅課長 平屋建てだったと思っ

ております。

○横田委員 そうですよね。

平屋でもこんなくいを打たんといかんですか。

ちょっと済みません、素人なんで。

○上別府建築住宅課長 宮崎市のほうから地盤

調査のデータを少し見せてもらいましたけれど

も、建物を支えるに足るような地盤が10メート

ルとか、結構深いところで、しかも傾斜があっ

たような土地でしたので、やはりくいを打って

支える必要はあったかと思います。

○横田委員 わかりました。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 その他で何かありませんか。

○西村委員 済みません、一般質問で聞こうと

思ったんですが、ちょっとそぐわないかなと思っ

てやめたんですけれども。入札制度の中で、災

害協定を結ばれている、例えば建設業協会だっ

たり、いろんな団体があると思うんですが、そ

ういう団体が、もちろん、いざ災害になってみ

ないと、その人たちが本当に駆けつけられるか

わからないんですけれども、せめて、その前の、

例えば市であったり、県であったりのいろんな

災害想定をしたときの訓練に参加しているのか

どうか、もしくは、例えば一部の人だけしか参

加してないとか、実際その災害協定を持ってる

ところには優先して入札制度としてポイントが

与えられているわけですから、そのことはどう

なのかをちょっと伺いたいと思います。

○木下技術企画課長 防災拠点につきましては、

県全域で組織的に活動できるということを求め

てまいりまして、協会のほうからは、年度初め

に協力体制あるいは連絡網といったのをいただ

いているところでございます。

参加等については連絡をいただいてないとこ

ろでございますけれども、ただ、今回８月に、

県防災訓練が県南を中心に行われまして、日南

・串間地区の建設業者さんを中心に、確認しま

したところ、47社が参加をしているということ

で、参加率が約48％でございました。約半分の

方々が参加されている状況でございました。

また、各事務所の発注機関単位でも防災訓練

等されておりまして、各土木事務所あるいは港

湾事務所等の訓練に関連する企業さん、約235社

が参加をしているという状況でございました。

○西村委員 今、参加率が48％、それは一つの

団体としては参加をしている、ただ、その参加
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している中で48％の企業しか参加してないと。

ただ、入札制度のプラスマイナスのポイント

になると全員にポイントが付与されるわけです

から、それはちょっと参加しているところはま

じめに来ている。参加してなくても入札制度の

ときは、入札に関してはプラスポイントがもら

えるのはどうかという意見もちょっと出ており

まして、そのあたりはやむなしということなん

でしょうかね。

○木下技術企画課長 防災拠点の防災訓練の中

身を見てみますと、参加されている方々が地区

協会のそれぞれリーダーといいますか、そういっ

た取りまとめの方がよく参加されておりまして、

そういった意味では、災害発生時の連絡体制の

強化にはなっているんではないかと思っている

ところでございます。

また、新燃岳とか、あるいは口蹄疫なんかで

も建設業の方々にいろいろ活躍していただいた

んですけれども、こういった訓練のもとに、そ

ういった成果が出ているのかなと多少思ってい

るところでございます。

また、訓練の中では、そういった協力体制を

組んで連絡体制をとる、あるいは協力体制をと

るということで、メンバーの一人として組まれ

ていて、実際そういった連絡網のメインの方た

ちが訓練に参加をして体制を組んでいるという

ことでございますので、そういった体制ができ

るメンバーといいますか、そういったのを評価

するということにしているものでございます。

○西村委員 ありがとうございます。

あともう一点、そういう協定をしている、建

設業協会だったら、その団体に加入している企

業はいいんですが、加入してなくても、例えば

土木事務所が行うボランティア活動であるとか、

そういうところに熱心な企業というのは、ほか

にも、小さい零細企業が多いんですが、そうい

うところは一生懸命やるけれども、そういう協

定がないからポイントがもらえないと。かわり

に、ボランティア枠というのは、それはもう参

加した企業は大体みんなもらえるんですが、そ

のボランティアをポイント化するのはいかがな

ものかということも出ておりまして、これはも

う答えは結構ですが、一応これも頭の片隅に置

いといていただければと思います。

○二見委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 では、以上をもって県土整備部

を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時48分休憩

午後２時54分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

ここで、皆様にお伺いします。本日の審査内

容を踏まえ、御意見等がありましたらお願いい

たします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 次に採決についてですが、委員

会日程の最終日に行うこととなっておりますの

で、あした行いたいと思います。開会時刻は１

時30分としたいのですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 では、以上で、本日の委員会を

終了いたします。

午後２時55分散会
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午後１時28分再開

出席委員（８人）

委 員 長 二 見 康 之

副 委 員 長 河 野 哲 也

委 員 原 正 三

委 員 横 田 照 夫

委 員 松 村 悟 郎

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 髙 橋 透

委 員 西 村 賢

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 河 野 剛

議事課主任主事 沼 口 恭一郎

○二見委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に、

各議案につきまして、賛否も含め御意見をお願

いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、採決に移ります。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第12号、第15号から第17号につ

いて、原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第１号ほか４件については、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

次に、請願についてであります。

請願第５―２号「介護福祉士等修学資金貸付

制度の強化並びに介護福祉士養成に係る離職者

訓練（委託訓練）制度の定員数の拡大を求める

意見書の提出に関する請願」の取り扱いについ

てはいかがいたしましょうか。

なお、この請願の請願事項１は、厚生常任委

員会に付託されております。

御意見があれば。暫時休憩いたします。

午後１時29分休憩

午後１時30分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

請願第５―２号の取り扱いはいかがいたしま

しょうか。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

請願第５―２号については、採決の意見がご

ざいますので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、請願第５―２号の賛

否をお諮りいたします。請願第５―２号につい

て、採択すべきものとすることに賛成の方の挙

手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○二見委員長 挙手全員。よって、請願第５―

２号は採択することに決定いたしました。

ただいま、請願第５―２号が全会一致で採択

となりました。請願第５―２号は、意見書の提

出を求める請願でありますが、意見書の提出に

ついてはいかがいたしましょうか。

平成27年12月４日(金)
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暫時休憩します。

午後１時31分休憩

午後１時36分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

ここで、お諮りいたします。請願第５―２号

は意見書の提出を求める請願になっておりまし

たが、意見書については提出しないということ

でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、そのように決定させ

ていただきます。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目及び内容について御意見を

お願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時37分休憩

午後１時38分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、皆様

の御意見を参考にしながら、正副委員長に御一

任いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査については継続調査といたしたいと思い

ますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。

暫時休憩いたします。

午後１時39分休憩

午後１時42分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

１月28日木曜日の閉会中の委員会につきまし

ては、午前９時から開会するということで御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 では、以上で委員会を終了いた

します。

午後１時43分閉会


